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福祉教育常任委員会、予算常任委員会（第二分科会） 

及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

平成２８年９月１２日（月曜日）午前９時５７分開会 
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委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 
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部 長 

藤  田  恵  子   
子育て支援 
課 長 

石  塚  昌  章   
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係 長 
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センター所長 

八 木 澤  明  美   
子ども・子育
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書 記 長  岡  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 
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   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 ３号 平成２７年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 ３号 平成２７年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前 ９時５７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  ９月定例会の福祉教育常任委員会に出席をいた

だきまして、ありがとうございます。 

  以下、着座のままで進行させていただきます。 

  本日、当常任委員会に傍聴希望があります。議

会基本条例第７条により、議会の会議は公開を原

則としております。よって、当常任委員会では本

条例に基づき、これを認めます。 

  また、今定例会において、試行ではございます

が、議案に対して議員間討議を導入しております

ので、議員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

  それでは、今定例会における委員会の審査方法

について申し上げます。 

  審査は担当課ごとに行い、それぞれ福祉教育常

任委員会、予算常任委員会（第二分科会）、決算

審査特別委員会（第二分科会）の順に審査いたし

ます。 

  審査の日程は、お手元に配付の次第のとおりで

す。 

  本日、子ども未来部の審査とし、午後５時前に

終了しても、教育部は13日、保健福祉部は14日と

いたします。 

  今定例会で当委員会に付託された案件は、条例

案件３件、予算常任委員会に付託された案件のう

ち、当第二分科会で審査すべき案件は、一般会計

及び特別会計の補正予算案件４件、さらに、決算

審査特別委員会に付託された案件のうち、当第二

分科会で審査すべき案件は、一般会計及び特別会

計の決算認定案件４件でございます。 

  各委員には、自由闊達なご意見と慎重な審査を

お願いいたしますとともに、円滑な進行に協力を

重ねてお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○伊藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、藤田子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。 

  部長。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課について審

査を行いますが、子育て支援課につきましては、

福祉教育常任委員会に対する付託案件がございま

せんので、予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

議、討論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ６ページの一番下の発達支援システム
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で、臨時職員の方を雇われたということですが、

これは、特に何か資格を持っている方ではなくて、

事務の方ということでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 事務の補助ですので、特に

そういった資格等は望んでいません。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 聞いて、よくわからなかったんですが、

あけぼのの件なんですが、２回目の会議の中で出

た内容というのは、お伺いすることはできるんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 この件については、非公開

という形でやっております。最終的に報告書とい

う形でまとめた時点では、もちろん皆様方にもお

知らせはさせていただくと思うんですが、こうい

った内容について会議をしましたという程度とい

うのは、次第の程度のお話ししか、実はできない

かなというふうに考えております。大変申しわけ

ございません。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 １点、同じく児童福祉総務費の中の事

務費でございます、2001の。 

  先ほどの説明だと、５人掛ける５回で、本会議

の質疑の中で、１人１回１万5,000円という、そ

れを計算しますと37万5,000円になりますが、そ

のほかは費用弁償という見方ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 委員ご指摘のとおりです。

委員５名いるうち４名が１万5,000円です。これ

は資格関係がありますものですから、４名の方が

１万5,000円で、お一人だけ１万円の報償という

形で計算をさせていただいています。そこにプラ

ス、１人を除いて、ほかの方が宇都宮市のほうか

ら来ていただいていますので、電車代といいます

か、そういった部分の往復の部分も含めての費用

弁償というふうにさせていただいていますので、

含めて47万4,000円というのが計上額です。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この委員会の名簿を先

ほどいただきましたが、これ、県外の方が１名い

るんですかね、そうでもないのかな。ただ勤めが

そっちだというだけなのかな。これ、県内の委員

だけで見つかることはあったのかないのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 確かに４番目の浅香委員に

つきましては、お勤め先が埼玉県の東萌短期大学

ということなんですが、お住まいは、今申しまし

たように宇都宮市でございます。 

  ちなみに、一番下の委員長をしていただきまし

ている谷口先生は市内にお住まいの方ですが、そ

れ以外の４名の委員さん方につきましては、４名

が全員宇都宮……２番目の門田先生ですね、門田

先生といいます。この方につきましては、下野市

のほうにお住まいです。 

○相馬委員 わかりました。 

○石塚子育て支援課長 それと、大変説明が漏れた

んですが、今回の報償費の中に、検証委員会を進

める中で、もし参考人として来ていただく必要が

あった場合、例えば事故に関係する、あけぼの幼

稚園の関係になるか、どういう方が参考になるか

というのは、ちょっと想定はしていません。市内

でやっている保育業務に詳しい人とか、例えば保

育園の先生とか、幼稚園の先生とか、そういう方

で、参考意見としていただくことがあった場合に、

そういう方にも謝礼が必要だろうということで、

若干１名分だけ載せさせていただいています。そ

れを含めての47万4,000円です。大変失礼しまし
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た。 

○相馬委員 いいです。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございませんか。 

○若松委員 １点だけよろしいですか。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 ７ページ、２項７目児童手当の児童扶

養手当の中で、先ほど課長から説明を受けたんで

すけれども、これは何人ぐらいを想定した予算な

んでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 ただいまの1,194万円の補

正ということでよろしいですか。 

○若松委員 はい。 

○石塚子育て支援課長 担当の係長のほうからの説

明でもよろしいですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○渋井総合支援係長 何名といいますか、支払う金

額が予定額で、第２子、第３子の加算分の割合を

出しまして、そこがこれぐらい要るんじゃないか

というふうで補正をあげたんですけれども。 

  ５月31日現在で受給している方の中で、２人以

上いる方というのが450人ぐらいいらっしゃいま

して、その中でも、受給されている方というとこ

ろに絞られるので、人数というのはちょっと出し

てはいません。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 第３子はどうなんでしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○渋井総合支援係長 ２人の方が360人ぐらいで、

３人以上が90人ぐらいということで出しておりま

す。 

○若松委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  植木委員。 

○植木委員 私、ちょっと聞き漏らしたのかどうか

わかりませんが、確認を含めてなんですが、７ペ

ージ、母子福祉費、２項６目、2001事業ですか、

この中で、母子・父子家庭、生活自立支援のため

ということで、この事業があると思うんですが、

結果として、月に10万円ですか、それから、課税

関係のある方については７万500円ですか。資格

を取りたい等々、勉強研修期間中の生活の支援の

ためとかというふうなことで、報告、説明があっ

たんですが、これ、年間この事業では、何名ぐら

い対策費として支援を受けているのか。 

  今回、13万3,000円返還金になるわけなんです

が、その13万3,000円になった理由と、それから

何名、どのぐらい、月10万円と、それから７万

500円ですか、この方の人数を教えてもらいたい

んですが。 

○伊藤委員長 じゃ、センターの所長のほうから。 

  所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 この事

業が始まりましたのが、平成22年からなんですね。

それで、現在16名の方が、この制度を使いまして

資格を取っております。 

  昨年度は５人の方が対象になりまして、全員５

人の方、資格を取り、就職されました。過去に１

名だけ、就職されなかった方がいらっしゃったん

ですけれども、その後、ハローワークさんと連携

して、せっかく資格を取ったので、その後の支援

をしまして、資格を取った方には全員就職してい

ただくというような方向で支援しております。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 そうすると、100％自立支援されてい

ると、そういうことですね。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 はい。 

○植木委員 とてもいい事業だと思いますので、こ

れからもひとつよろしくお願いします。 

  以上です。 
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○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について、討議すべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討論がないようなので、

討論を終了いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討議、

討論、採決 

○伊藤委員長 ここで、予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）に切り

かえ、審査を行います。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  植木委員が監査委員のため、退席いたします。 

〔植木委員退室〕 

○伊藤委員長 執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 今、説明が終わりました。 

  ここで10分間の休憩をとります。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２７分 

 

○伊藤委員長 それでは、そろいましたので、休憩

前に引き続き会議を行います。 

  先ほどの説明に対して質疑を許します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 細かいのがたくさんあって、申しわけ

ありません。 

  まず、歳入からなんですけれども、20ページの

母子生活支援施設措置費負担金というのが、県と、

あともう一つ、国からも、26ページ、県と国と両

方あるかと思うんですけれども、これは、去年す

ごく負担金の額の確定が少なかったということな

んでしょうか。何に対して、この金額が決まるの

か。どうしてことしは、国も県も、これだけ少な

かったのかわかりますか。 

  26ページが県ですね。 20ページが国。      

桁違いに違うと思います。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 母子寮

に係るお金なんですけれども、このところずっと、

母子寮に入所される方がいないので、実際に前年

度使っていたときには、それに対してというよう

な計算で来るので、ずっと使っていないと、最低

限度、この計算で…… 

○相馬子育て支援課長補佐 最後、使う見込みがあ

って、もしかしたらまだあるかもしれないという

ことで、歳出の予定を組んで、それに対して補助

金をもらっているので、使っていなくても、一旦

歳入は入ってしまうので、また次の年に返すとい

う形になります。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、利用者が少ないという

こと…… 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 利用者、

全くないんです。 

○藤村委員 全くない。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 はい。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 全くないということは、必要がないと

いうこと…… 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 母子寮

の、母子自立という言葉が入っていまして、この

中に入りますと、集団行動で、ある程度の制約が

あるんですね。それで、ＤＶを受けた方に説明し

ますと、そういうような規制を嫌がる方も多いん

ですね。携帯はもちろん取り上げますし、あと、

お風呂なんかの時間も決められているので、そう

いう面で、母子自立支援を使うよりは、一般のア

パートに、遠いところに着地するという方がふえ

ております。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、次が、42ページの民生費の雑入

で、児童手当返納金、遺児手当返納金、児童扶養

手当返納金ということでありますけれども、これ

は、一旦対象となる方がいただいたものが、手続

がおくれて戻されたものだというふうにおっしゃ

ったんですけれども、どういったことで手続がお

くれてしまう。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 手当の請求をして受給した後、例

えば児童扶養手当でよくあるケースなんですが、

児童扶養手当とは、ご存じのとおり、ひとり親、

未婚の方に対して支給しているものなんですが、

おつき合いをしているような男性が実はいたとか

ということで、さかのぼって、そういった事実に、

いつからつき合っていたために、さかのぼって返

していただくとか、あるいは引っ越ししていて、

そういったところの手続がおくれていたために、

何カ月分さかのぼって返していただくとか、そう

いうことで、返納金ということで発生するケース

が多いと思われます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 こういったことは、一旦もらったもの

って、使ってしまう方が多いと思うので、皆さん

余裕があるわけではないので、なかなか返しても

らうのって大変じゃないですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 一括で返していただくというのは、

やはり難しいと思いますので、その場合は、お話

をさせていただきまして、例えば児童手当に関し

ては、ひとり親とか関係なくもらえる手当もござ

いますので、そういったところから、例えば分割

で返していただく、あるいは、総体的に全ての金

額に対して、このような形で返していただくとい

うようなお約束をしていただいて、分割で返して

いただいているような状況が多いと思われます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、128ページの一番上の子どもの

権利に関する行動計画について、印刷されたとい

うことですが、何冊をどこに配られたのか教えて

ください。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 権利に関する行動計画は、

印刷部数は500部です。配付した先につきまして

は、主に市役所の、それぞれ支所、本所とありま

す。そういったところに一部置いたのと、あとは、



－82－ 

学校関係、小中関係等、あとは出先機関、公民館

等、そういったところに配付をさせていただいて

おります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 了解しました。 

  次は、148ページの子育て支援、下のほうです

ね。家庭相談員ということで、今、家庭相談員の

方の相談がふえているということなんですが、来

所相談、今回595件と、すごく昨年に比べて、か

なりふえているんですが、これはどこへ来られた

んでしょうか、来所というのは。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 主に西

那須野庁舎の２階なんですが、車の免許がないと

いうような方の場合には、黒磯の方面でしたら、

黒磯のいきふれで相談を受けております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 割合はわかりますか、この595件の中

で。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 正確な

割合まではわからないんですが、西那須野のほう

にセンターが移ってからは、西那須野のほうの相

談のほうが、やや多いというような感じですね。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、例えば９対１とか８対

２というのではなくて、４対６ぐらいということ、

大ざっぱに言うと。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 これは、

お子さんの出生の実数も関係するかと思いますが、

西那須野地区のほうがお子さんの出生率が多いの

で、その辺で差が出ているんだと思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 市の組織が変わったことで、いきふれ

にあったものがどんと西那須野のほうへ移ったこ

とによって、わかりにくくなって、迷うというこ

とはないんですね。必ず電話して確認して、行っ

たり来たりしなくて済むということですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 来所相

談に来るまでには、サロンであったりとか、つど

いの広場であったり、ほっぺというような、いろ

んなところからアンテナを高く持ちまして、その

人たちを通じて来所を勧めてもらったりしていま

すので、年度によって多少、地区の差が出てくる

んですね。今年度はこの地区のほうの相談が多い

とかというふうになっていますが、かなり皆さん

のほうに浸透していると思いますので、その辺は

心配ないと思っております。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次は、150ページの子育て短期支援事

業なんですが、先ほど補正でもおっしゃっていま

したけれども、短期のお泊まりは、市内のＮＰＯ

と、あと喜連川の養徳園を使われているというこ

とでしたが、この割合、市内のＮＰＯと養徳園さ

んでお世話になっている割合ってわかりますか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 養徳園

の契約は、年度の途中の契約だったんです。それ

で、昨年度の場合には、養徳園の利用というもの

はないです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 養徳園さんは、ここからは結構距離が

ありますので、お預かりした場合、どうやって、

親が預けに行くんですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 親御さ

んが預けに行く場合と、それから、迎えに来てく
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ださる場合と２通りあるんですが、迎えに来る場

合には交通費がかかってしまうんですね。それで、

あとはもう一つ、学齢期のお子さんだと、学校に

行けなくなってしまうという問題がありますので、

できるだけ市内のＮＰＯの方たちに頑張って見て

いただいております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 今現在、市内のＮＰＯで、できるだけ

頑張ってもらっているということなんですけれど

も、養徳園さんにもお願いしなくちゃならないほ

ど足りないというか、いっぱいいっぱいというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 もう一

つ、発達障害とちょっと関係するんですが、お預

かりするお子さんの中に発達障害があった場合に、

普通の、今、ＮＰＯの方がご家庭で見ていただい

ているんですね。そうなってきたときに、やはり

お子さんの活動量などを考えたときに、家庭の中

というよりは、養徳園のような、専門の方がいて

広い場所のほうがいいのではないかと。そして、

そのお子さんが幼児であった場合には、養徳園の

ほうを勧めるようにしております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 了解いたしました。 

  次ですが、151ページの上の母子福祉費の扶助

費の中で、ＤＶ被害者緊急避難給付費ということ

で上がっていますが、これは何件あったのでしょ

うか。これは、実質の金額、使った金額というこ

とですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 ＤＶの

内容は詳しくお話しできないんですが、急に避難

するというような必要があった場合に給付をとい

うことで考えたんですが、一時保護所の中にも制

約がありまして、一時保護所には、例えば知的な

問題があったりとかというような場合には利用で

きないんですね。それで、そういう親子であった

り、そういう方が来た場合にということで想定し

て、予算化いたしました。まだ実際の利用という

ものは…… 

○石塚子育て支援課長 いいですか、ちょっと補足

します。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 まず、ＤＶの場合って最近、

いわゆる奥さんがご主人からというケースが基本

的には多いんですけれども、実はいろいろ複雑化、

今してきていまして、例えば高齢者のＤＶであり

ますとか、あとは障害をお持ちの方のＤＶ、今ち

ょっと所長が話がありましたように、知的に若干

障害がある方のＤＶとか、かなり複雑で、件数も

ふえてきていると。 

  基本的に、ＤＶの支援の場合には、県の一時保

護所でありますとか、または警察なんかとタイア

ップして、連携しながらやっているわけですけれ

ども、どうしても平日であれば、例えば夕方以降

の相談とか、あとは休日前の相談、休日も実は相

談があるんですね。休日の対応というのはなかな

か難しいとか、あとは、例えば一時保護といって

も、１日、２日でなかなか決まりがつかない場合

があったり、ちなみに27年度については、ゴール

デンウイークのちょっと長い期間があったりとか

ですね。 

  ですから、件数的には全部で、今ちょっと頭に

すぱっと出てこないんですけれども、件数的には

全体では、多分七、八件だったと思うんですが、

実際に宿泊のための施設を利用するとかというの

は、長い人であれば１週間、そういった形で、次

の、ＤＶの場合は、実は着地という言い方をする

んです。着地って何かというと、加害者から逃げ
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るために、基本的には県外、最悪でも、最悪でも

というか、市内の近くにいたんじゃ余り意味がな

いので、我々としては、できるだけ遠くに、加害

者の手が及ばないところに行っていただくという

ことで、家庭相談員、母子相談員がいろんな手続

の支援をしているわけですけれども、その行き先

が決まるまでのある程度の期間は、全くお金を持

っていない人というのが多いものですから、そう

いう期間は、市内の例えばビジネスホテルとか、

そういったところの一時的な費用を見てあげる必

要もあるかなというところでの費用で、実は27年

度に子ども未来部ができてから、啓発という部分

もある程度行き届いているのかもしれないんです

が、飛躍的に伸びてきているんですね、相談が。 

  いいと解釈していいのか、ＤＶがふえたという

解釈になっちゃうのか、その辺はちょっと微妙な

ところがあるんですが、そういったところがあっ

て、今後これについては、ちょっとふえてくる可

能性があるかなというふうには考えています。 

  できる限り、警察との協議とか、あとは県の一

時保護所との連絡の中で、やりとりはしているん

ですが、実は、さっきちらっと出た知的障害があ

るというような方は、絶対県では受け入れてくれ

ないですし、そういったことは、うちのほうの障

害の担当なんかと協議しながら、支援をしている

わけですけれども、基本的には今のところ、ＤＶ

が原因ということで、うちのほうの支援の中での

費用の中で宿泊とか、そういったものを見ている

というケースがほとんどです。 

  今年度、実はＤＶの計画の第２期計画を子育て

支援課でつくっているんですけれども、その中で

の連携の中でも、各課とその辺のところは、障害

とか高齢者とかと、いろんな問題が出てきていま

すので、その辺のところをうまく連携を図るため

の計画にしていきたいなということで、今ちょっ

とつくっているところです。 

  ということで、すみません、数字がすぱっと出

なくて大変申しわけないんですが、非常にそうい

う部分で今多くなってきているというのは、確か

になっております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 了解しました。 

  では、一つちょっと聞き漏らしてすみません、

ページ戻ります、149ページの早期支援コーディ

ネーター４名ということですが、４名の内訳です

ね。お仕事の中身と、あと勤務状態、勤務時間で

すか、教えてください。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 ４名の

方なんですが、内訳としましては、皆さん、小学

校の特学経験者ということで来ていただいており

ました。時間が実際、7.75の方は誰もいらっしゃ

らなかったので、１日４時間というような方が交

互に来てくださっておりました。中には１週間に

１回という方もおりましたので、その真ん中のと

ころ……これ、１カ月の時間数という形での発表

でよろしいでしょうか。 

○藤村委員 じゃ、皆さんばらばらの…… 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 ばらば

らなんです。お一人は、１週間に４時間が１回で

あったり、１週間に２回であったり３回、毎日と

いう方は、４時間が１人しか見つからなかったと

いうような状態であります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、毎日来られている方は

１人だけということですね。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 そうで

す。 

○藤村委員 ４時間の毎日ということですね。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 はい。 
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○藤村委員 お仕事は、どういったお仕事をして…

… 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 各幼稚

園、保育園の年長児さんのところに行きまして、

集団での様子を観察してくるということが一つあ

ります。その後、集団に適応できないというよう

なお子さんの保護者と面談をするというような仕

事が主です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、基本的な子どもさんの

親御さんと話した上で、これから先の進学につい

て相談というか、必要な支援につなげていくとい

うことですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 その個

人個人に対応して、細かな指導をしていくという

ことです。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう１点、166ページの子ども医

療費助成事業の中の備品購入で、液晶プライバシ

ーフィルターというのがあるんですけれども、こ

れはどのようなものでしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 説明させていただきますと、子ど

も・子育て支援課の窓口近くに、こういった医療

費関係のシステム、端末のほうを置かせていただ

いているんですが、窓口近くということで、窓口

に来るお客様から見えてしまっては困るというと

ころで、見た場合に、角度がついていると画面が

見えないような、そんなような液晶のフィルター

みたいなものをつけさせていただきました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 全然知らなくて申しわけない、市役所

って、皆さんこのような対応をされているという

ことですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 見てよくわかるかと思うん

ですが、いろんなところにパソコンがあって、市

民に直接お話をするときに、結構カウンターに近

いところに設置している課もございます。それぞ

れの課の判断にはなるんですが、そういうところ

で、配置のぐあいによって、情報が見える角度に

置かれているものについては、それぞれの課で判

断してフィルターをつけております。 

○藤村委員 了解しました。以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか、質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 128ページと28ページで、いずれも社

会保障・税番号制度の基幹システムの改修費とい

うことで、見ていくと、歳出のほうの128ページ

のほうは金額が480万円近く、479万5,200円で、

こちら、歳入のほうは約207万円程度なんですが、

これ、国のほうからシステム改修でお金が出てい

るんだと思うんですが、この差額というのは。歳

入のほうが少ない。私、聞き漏らしたかもしれな

いんですが、あとの残りはどうするんですかね。

歳入が少なくて、どうだったんでしょうか。あと

は那須塩原市が負担したとか、どこか別なところ

から出たとか。 

〔「歳入、何ページ」と言う人あり〕 

○髙久委員 歳入が28ページ、歳出が128ページ。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 実は、本日明確な答弁がで

きなくて大変申しわけないんですが、私どものほ

うで歳出に上げていますのは、システムに実際に

必要な費用ということで、当然上がっているわけ

ですけれども、この歳入の部分につきましては、
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例えば福祉部門関係で、さまざまなシステムが各

課であるんですね。それを全部総まとめにして、

国とのやりとりを実はしているものなんですね。 

  ただ、その中で、歳入という形で207万円とい

うのが上がってきていますので、そこの違いとい

うのを財政当局がまとめて、国・県とのやりとり

をしているものですから、確認をして、後ほどお

答えさせていただくということでよろしいでしょ

うか。大変申しわけないんですけれども。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 あと、やっぱり同じなんですが、この

システムそのものはうまく機能しているんですか。 

  新聞の報道では、最初は、このシステム機構の

ほうの幹部たちが給料の一部を返納するという報

道がありました。その後、きのうかおとといの下

野に出ていたんですが、仙台市など５市を除いて、

11月にはこのトラブルが解消するというのと、あ

わせて、国のほうはメーカーに損害賠償を請求す

ると。欠陥商品だという、できていないというの

で、国のほうでは、11月あたりにこれが解消する

んだと、幾つかを除いてというのがあるんですが、

果たしてこれ、うまくいくのかどうなのかという

こと。出ないと思うんですが、そういう状況で、

こちらにも、一般会計にも予算が計上されていま

すので、そういう中で帳尻を合わせていくんだと

思うんですが、その辺はどうなのかなというのは。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 マイナンバー制度全体の部分と今

回のシステムの改修のことで、お答えのほうを分

けてお話をさせていただければ、申しわけないん

ですが、まず、今回のシステムの改修につきまし

ては、現状使っている情報系の福祉システムに関

しまして、マイナンバーに対応した形で、例えば

番号を入力するようなシステムですとか、出力す

るようなシステムということで改修をさせていた

だきましたので、そちらに関しましては、既に改

修済みということで、おおむね問題なく、那須塩

原市側の改修としては済んでいるというふうに理

解をしております。 

  ちょっと、改修のほうだけということで、お答

えをしたい。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

○髙久委員 結構です。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 150ページです。 

  ３款の２項４目の要支援児童放課後応援事業、

4001事業ということで、先ほどご説明で、平成26

年度から３年間のモデルということで、26、27、

28年の３年で一応終わりということなんですね。

対象が、延べ人数は10名ということで、週２回、

学習支援とか大人との触れ合いをやっているとい

うことで、ＮＰＯのキッズシェルターさんがかか

わって運営しているんですね。 

  そうすると、それは、キッズシェルターに週２

回ほどお泊まりなんかもして、そこから学校へ行

ったり、親元に返したりして、またそういう繰り

返しをしているメンバーが大体10名ぐらいという

ことなのか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 泊まり

は原則ありません。放課後、迎えに行きまして、

食事と入浴と学習支援の提供をしております。そ

れで、10名のお子さんの家庭の状況に合わせて、

週２回であったり、それから、後半３回やってい

るお子さんもいます。家庭の状況というのがとて

も厳しいような場合には、３回使ってもいいので

はないかというようなことで考えまして、できる

だけ手厚く支援できたらというふうに考えており

ます。 
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○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 そうすると、これは、今までの26

年度から始まって、延べ10名ということでいいん

ですか。３年間…… 

〔「27年度だ」と言う人あり〕 

○平山副委員長 27年度か。ということは、今まで

に人数としては、何人のお子さんを。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 出入り

がありまして、転出であったり、中には保護され

てしまうお子さんもいるので、流動的なんですね。

１日当たりというか、10人が限界かなというふう

に、お子さんの様子を見ていると、私どものほう

も考えまして、トータル人数は10人以上いるんで

すが、そのとき、頭打ちは10名というふうにして

おりまして、お子さんの出入りを考えながら10人

ということなので、これからはもう少しいくかと

思います。３年間で20名ぐらいになろうかと思い

ますが。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 26年度の途中からモデル事

業で始まって、最初、五、六人でスタートしてい

るんですね。その五、六人の中で、当然、ある程

度の一定の成果があって、親も少し変わってきた

とか、そういう方については、じゃ今回で終わり

ねという部分もありますし、新たな人が待ってい

るというケースも当然ありますし、そういう出入

りがあって、10人と言いましたのは、今年度、28

年度は10名を限界というか、定員のいっぱいとい

う形で今やっていますので、トータルでいきます

と、二十数名ぐらいにはなるかなというふうに見

込んでいます。正確な数字でないんですけれども、

３カ月でやめる人もいれば、１年以上やっている

方ももちろんいますということで、出たり入った

りが、ある程度あるということですね。 

  当然その際には、親との相談を密にやった上で、

こういった事業に子どもを参加させるという承諾

ももらわなきゃいけない。そういった手続を踏ま

えてやっていますので、二十数名のお子さんが今

まで利用しているというふうに答弁させてもらい

ます。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 ３年間ということなんですけれど

も、29年度からの事業の計画なんか、どうお考え

なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 この事業は、先ほど申しま

したようにモデル事業ということで、３年間させ

ていただいています。当然、利用している方もそ

うですし、そういった子どもをふだん見ている学

校側の評価、あとは、この事業をやることによっ

て、少しずつですが、親が変わってきているとい

うふうなのが、センターのほうの評価でもあるん

ですね。 

  変わってきているというのは、当然、完璧にネ

グレクトになっているのが、少しずつ子どもに対

して目を向けるとか、ご飯を食べさせることによ

って家庭の環境がよくなってくるとかというのを、

少しずつ親がわかり始めてきたと。そういうのが

あるので、とても人数的には少ないんですが、効

果のある事業かなというふうに捉えています。 

  それで、県にも実は働きかけて、県のほうでも

続けてやる考えがありますので、できるだけうち

のほうも、今、西那須野の地区だけでやっている

ものですから、実は黒磯地区も需要としてはござ

います。何とか新年度から、もう１カ所ふやせな

いかということで、担当のほうとしては今、一生

懸命考えているところです。そういった意気込み

ではやっています。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 
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○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ありますか。 

〔「関連なんですけれども」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これ、県のほうのモデル事業という解

釈でよろしいんですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○磯飛委員 今の答弁の中に、重要な政策というか

事業なので、もし、県のほうでも前向きという答

弁があったんですが、県のほうでやらなかった場

合は、市単独でやっていこうという考えなんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 市としては、とても重要な

事業で、比較的といいますか、効果がある程度見

える事業だというふうに捉えています。できる限

りやりたいということで、これから新年度予算の

編成になってくるんですが、その中で、できれば

２カ所したいと。当然、受け入れがあるかという

問題もあるんですけれども、そういったことで、

何とか頑張っていきたいと思っていますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

○磯飛委員 了解です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「関連で……」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 待っている人がいるとおっしゃってい

たんですけれども、何人ぐらい利用を待っている

んでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 正確な人数というのは出て

こないんですけれども、今まで子育て総合センタ

ーの中で、虐待の相談とか、家庭相談員のいろん

な訪問の相談とかやっている中では、この事業に

該当したほうがいいだろう、何とかこの事業に通

わせて、少しでも変えていったほうがいいだろう

という家庭が、黒磯地区にも西那須野地区にもま

だ結構いるということで、何件という数字は今出

ないんですけれども、結構います。何件というの

はちょっと、ある程度の基準とか見立てとかあり

ますものですから、かなりいるということでいい

と思います。 

○伊藤委員長 藤村委員、よろしいですか。 

○藤村委員 はい、大丈夫です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 128ページの一番下、つどいの広場運

営事業、60事業についてなんですけれども、ま～

るとほっぺがあるんですが、利用者と委託料があ

るんですけれども、利用者の多いほうが委託料が

482万円、少ないほうが570万円なんですけれども、

この違いというか中身、大体想像はつくんですけ

れども、この中身をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 すみません、お待たせして

申しわけないです。 

  これ、市内のＮＰＯ法人に、子育てほっとねっ

とというＮＰＯがあるんですが、そこに複数年の

契約をしています。５年間の契約ということで、

その契約の初年度に金額の設定はしてあるんです

けれども、恐らく、当時の地域ごとの利用人数で

ありますとか、地域ごとのエリアの人口とか、ま

たはスタッフの数とかということで契約をしてあ

るんだと思うんですけれども、この実績からいく

と、実施の回数の違いしか、明確に出てくるのは

ないものですから、そこのところ、大変申しわけ

ありません、ちょっと契約当初の内容を確認させ

ていただいて、後ほどお答えということでもよろ

しいでしょうか。 
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○磯飛委員 はい、結構です。 

○伊藤委員長 それでは、ここで質疑の途中なんで

すが、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

  先ほどは、磯飛委員の質疑の途中で大変申しわ

けありませんでした。 

  それでは、また再開いたします。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 先ほど答弁が保留になった部分があっ

たと思うんですが、それ、お昼休み中に調べはつ

いたでしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 まず１

点が、ま～るとほっぺの開所時間の差がありまし

て、ほっぺのほうが30分ほど、毎日多く開所して

いるということで、そこで人件費の差が出ており

ます。そのほかに賃貸料の差がありまして、そこ

でも差が出ております。 

  あともう１点ですが、最初に始まったのがま～

るなんですが、ま～るをやって、その後ほっぺに

なったときに、全く事務費がないということは運

営が不可能だということで、そこで事務費という

ことで、ほっぺのほうに計上したものです。 

  両方の事務を合わせて、子育てほっとねっとと

いうＮＰＯが行っておりますので、片方のほっぺ

のほうに事務の諸経費が載っているということで、

合算すると差が出ております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今のご答弁で、賃貸料の差と事務費が

出たわけなんですが、まず賃貸料をお聞かせくだ

さい。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 年間で、

ほっぺのほうが153万6,000円です。ま～るのほう

が116万4,000円になります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その差というのは、面積とか立地的な

条件もあると思うんですが、そういったものが含

まれているということですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 そのよ

うに解釈しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 あと、事務費ということが出てきて、

ま～るのほうは当初、事務費なしで始まって、同

じＮＰＯに委託しているので、そちらのほうで両

方を合わせてということなんですが、事務費はお

幾らになっていますか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 事務経

費にかかわる全てのトータルの10％ということで、

52万1,800円計上してあります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 52万円という事務費、２カ所でやるわ

けなんですが、当初、ま～るのほうの事務費が出

なかった理由というのはわかりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 恐らく初めての事業という

ことで、ＮＰＯもつくったばかりのＮＰＯだった

と思うんですけれども、恐らく、これは推測でし

かありません。とにかく始まってみようというこ

とで、やってはみたけれども、１年間やっていく

中で、多分運営に係るさまざまな費用というのが、
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なかなか目に見えないのが、かなりお金としてか

かったんだと思います。 

  そういった中で、当時の子ども課との協議の中

で、どうにかならないでしょうかというやりとり

をして、２つ目の契約のときに、全体をくっつけ

るとまた難しくなってまいりますので、２つ目の

事業のときに、トータル分という意味合いで、

10％でどうでしょうという話し合いのもとで決め

たというふうに解釈をしております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 この委託料というのは、委託ですから

５年契約なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 ５年の継続ということで契

約しています。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ５年後、次、新たに継続する場合は、

この事務費ということも予算の中で、当然今度は

加えて、委託料を決めるということでよろしいん

でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 この５年間やった実績とい

うのが、ある程度考えなきゃいけないと思ってい

ますので、その実績に応じて、市のサイドと受け

る側との中で、ある程度は協議が必要だと思って

います。つける方向ではいくかなというふうには

考えています、今のところ。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 何分にも初めての事業だったというこ

とですので、そういったことも今後は経験として

生かして、予算づけをしていただきたいと思いま

す。 

  この件に関して、最後にもう１件。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 つどいの広場事業、今質問した、ある

いは答弁の中で運営されているわけですが、これ

の効果について、把握している状態で結構ですの

で、ことがありましたらお聞かせください。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 ２カ所

開設ということで、家の中に閉じこもりがちなお

母さんが外に出てきたということと、あと、そこ

に来ている方たちを、研修を積んできたことによ

り、このお母さんはということで、次の段階のサ

ポートに誘導するといいますか、導いてくれるよ

うなことができるようになりまして、子育てが楽

しくなったというようなお母さんたちのお話を聞

いております。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 加えて、ちょっと補足させ

ていただきますと、昨年から子育て応援券の事業

が始まったようですね。 

  今、ご存じのように、保育園で待機児童といい

ますか、入れない子どもさんたちの状況というの

もあると思うんですね。そういったものの情報交

換の場とかというのにも十分、これは生かされて

いるのかなというふうには捉えています。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 この件については了解いたしました。 

  次、130ページの、今お話に出ました子育て応

援券事業について、一番下に交付金ということで

4,078万6,000円が計上されたわけなんですが、交

付者が3,157人なんですけれども、これは交付者

数であって、実際に交付された応援券の利用実績

というのは、把握していたらお聞かせください。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 サービス別の実績ということで、

どういった事業、こういった項目に対して利用さ

れた部分があるわけなんですが、こういったとこ

ろに関しましては、例えば利用率の高いものから
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申し上げますと、任意の予防接種が、こちらが一

番、利用としては実績の大きいものでした。

1,425万5,000円の利用がございました。続いて、

チャイルドシート、ベビーカー等の購入、こちら

が1,396万4,000円。続いてですと、読み聞かせ絵

本の購入、こちらが983万1,000円になります。そ

の次としましては、子どもを預かるサービスとい

うことで135万4,000円、あとは、赤ちゃん連れ向

けの宿泊プランということで73万6,000円分のご

利用、最後になりますが、保護者の支援サービ

スということで64万6,000円の利用がございまし

た。 

  以上となります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  交付者が3,157名交付したんですが、使ってい

ないという方もおられるんでしょうか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 使っている方が何人い

たかという実績はとれていないので、実際に使わ

れたものに対して、お金を払ったのはこれだとい

うのしか出ていないので、使っていない方がいる

かいないかという把握はできていない。 

  ごめんなさい、追加で、２年間使えるというこ

となので、また、ことしになってから使われる方

もいる。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  個人的な話で恐縮なんですが、私のところでも

使わせていただいて、非常に子育て母親は助かっ

たというような、直接声も聞きますので、この事

業に関しては、来年度もやる考えがあるんでしょ

うか。来年度というか、２年間終わった後。 

○伊藤委員長 補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 今のところ、継続の予

定でおります。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ちょっと確認したいんですけれども、

認可保育園は、今のこの委員会で該当するんでし

ょうか。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 認可保育園、整備に関する

ことでありますと、こちらの課になるんですが、

実際の運営ということになりますと、今度は、同

じ所管ですが、保育課のほうになります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃ、整備についてお伺いします。 

  どのページで該当するのか、一番大きいのは

146ページの……これは運営か。整備というと何

ページ……147のほうですね。 

  じゃ、すみません、認可保育園建設事業につい

て、各、相当な予算をつぎ込んで、本市において

は認可保育園を整備し、待機児童等々の解消に努

めてきたわけですが、この整備がほぼ終了したん

でしょうか、まずお伺いします。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 整備につきましては、本年

度もまだ、28年度で整備しているところがござい

ますので、全て終了ということではございません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今年度整備はどこを……。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 今年度につきましては、具

体的に言いますと、すぎのこ幼稚園認定こども園、

それから、国際医療福祉大学病院で建設しており

ます認定こども園が主な整備となっております。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 
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○磯飛委員 今度は、運営にかかわっちゃうかどう

かわからないんですが、ちょっと委員長のほうに

お聞きしますが、待機児童の状況というのは、運

営のほうで聞いたほうがいいんでしょうか。 

○伊藤委員長 待機児童ですか。 

  課長のほうでよろしい…… 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 どちらの所管にも該当して

くるんですが、私どものほうでお答えできる部分

であれば、お答えさせていただきたいと思います

ので、待機児童のどういう内容…… 

○磯飛委員 現状。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 待機児童の現状なんですが、

国のほうの調査で、毎年４月と10月に調査を実施

して、その数字が公表されるということになって

おりまして、28年４月１日現在で、待機児童とし

ては、那須塩原市は36名。 

  よく、待機児童とあわせまして、待機児童にい

くまで入園待ち児童というふうに市で言っている

んですが、国の算定方式ではカウントされない部

分も含めた、入園を申し込んでいるけれども入園

できていないという入園待ち児童としては、同日

28年４月１日現在で114名というふうになってお

ります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 114名の入園待ちと、あと国の  で

36名ということは、150名ですか。の解消につい

ては、今年度…… 

〔発言する人あり〕 

○磯飛委員 内数かい。114名、これの、合計114名

の待機児童並びに入園待ち児童の解消は、今、今

年度整備する２カ所で解消されると見込んでいる

かどうかお聞かせください。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 一応、28年３月で保育園整

備計画の後期計画を改定しまして、その中で、新

たに西那須野地区を中心として、おおむね200人

の定員増を目指すということで、今年度、すぎの

こ、それから国際医療福祉ということで取り組ん

でいるものですから、こちらが済めば、保育定員

ですか、箱という部分で、施設としての部分で申

し上げますれば、そういった計画どおりにいけば、

解消には向かうものと。あとは、それにプラス、

既存の今の保育園でも、定員よりも多く受け入れ

ておりますので、そういったところの解消もあわ

せて目指すということでやっております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 それと、本会議でも齊藤議員のほうの

質問にもあったように、ゼロ歳から３歳ですか、

そちらの保育士等、あるいは設備的なことも含め

て、そちらが入園待ちが多くなっているという状

況であると思うんですが、それらは運営のほうに

なっちゃうんですけれども、ここまで話ししたの

で、このまま続けさせていただきますが、ゼロ歳

児と言われる、２歳まで、ゼロ・１・２歳、これ

らの解消については、この保育園、認可保育園

等々の整備で解消できるものかどうか、まずお伺

いします。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 子ども未来の全般にかかわ

ってきますので、私のほうからお答えさせていた

だければと思いますが、先ほど係長が申し上げま

したように、整備計画を改定した中で、当然のこ

とながら、待機児童、入園待ち児童の解消という

ところを目指しておりまして、今年度新たに開設

する予定の、いわゆるハード面の充実の中で図っ

ていきたいと考えております。 

  特に、ゼロ・１・２歳の入園待ちが多く、西那

須野地区がやはり数的に多いということで、先ほ
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ど申し上げましたように、今回、この後の整備の

中では、特に西那須野地区のところの保育園等の

整備を進めているところです。 

  じゃ、この計画の中で全て見込めるのかという

ところなんですけれども、計画上は見込めるだろ

うというところで、現在進めておりますが、今ま

での流れの中でも、定員とか、いわゆるハード面

の整備をしていても、潜在的に入園待ちをしてい

る子どもさんが、次から次へと、やはり希望なさ

れる方が出てきているという現状ですので、必ず

31年度の終了の年に入園待ち児童が解消されるか

というところは、ちょっと私どものほうでも、努

力はしたいと考えていますけれども、必ずそうな

るという確信は持てていないのが現状ですが、や

はり事業所等の方々と協力・連携しながら、でき

るだけ入園待ちの児童の解消に向けて、今現在進

めているところでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 いろいろ質問してきましたが、特にゼ

ロ・１・２歳が、非常に親御さんも頭を痛めてい

る話をよく聞いていますので、ここで委員長のほ

うに提案します。 

  この待機児童、あるいは入園待ち、あるいはゼ

ロ・１・２歳の待機解消について、議員の皆さん

の意見を聞きたいので、議員間討議を提案したい

んですが、いかがでしょうか。 

○伊藤委員長 委員間討議は質疑が終わってからで。

質疑が終わってからやります。 

○磯飛委員 全部の質疑が終わってから。 

○伊藤委員長 この議案が終われば、質疑が終わり

ますから、その後に、討議はございませんかとい

うことで進めます。 

○磯飛委員 わかりました。 

  じゃ次、もう１個、長くてごめんなさい。 

  149ページの一番下、サロン等利用状況なんで

す、子育てサロンなんですけれども、多分ご説明

の中で、子育てサロンは、いきいきふれあいセン

ターにあるというご説明を聞いたんですが、それ

でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 いきい

きふれあいセンターの中には、毎日開設している

サロンがあるんですが、このほかに、出張サロン

として公民館、それから保健センターを使いまし

て、できるだけ多くの場所で開催しております。 

  このようにマップをつくりまして、市民の皆様

にも周知して、できるだけ多くの方が参加できる

ようにというようなことでやっております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 先ほど藤村委員の、別な件で質問があ

って、西那須野支所に移動したということで、利

用者がしづらいんじゃないかというようなご質問

があったと思うんですが、やはり子育てサロンも、

いきいきふれあいセンターが主であったというこ

とで、西那須野地区の利用者から、行きづらいと

いうような声も聞いたものですから、今質問した

んですが、その中で、出張サロンということで、

各地区に出張してサロンを開いてくれているとい

うことなんですが、今の答弁の中で、各公民館と

いう答弁あったと思うんですけれども、これは公

民館単位で開催しているということなんですか。

その開催の中身というか、それがあったら教えて

ください。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 開催の

主体のほうは、うちのほうの職員が出向いての出

張サロンになっております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これ、開催状況ということで、どこの
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公民館で開催したかというのがわかったら教えて

ください。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 うちの

ほうでやっておりますのが、大山公民館、それか

ら狩野公民館、西公民館、三島公民館等で開設し

ております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 塩原地区は開催していないという解釈

でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 塩原地

区は、今のところ開催しておりません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 塩原からは、そういう要望とか、そう

いうのは出ていないんですか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 塩原地

区からの声は聞いておりませんが、関谷にあるひ

まわり保育園が積極的に行っているきらきらルー

ムには、かなりのお子さんが行っております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そのひまわり保育園というのは、私立

なんですか。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 はい、

そうです。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 個人のひまわりさんのほうでお世話に

なっているということなんですが、公として塩原

地区、やる必要性というのは、どのように考えて

いるかお聞かせください。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 確かに

塩原地区、私たちももう少しリサーチしまして、

要望がありましたらば、塩原の認定保育園などと

協議しながら、今後ということでよろしいでしょ

うか。 

○磯飛委員 わかりました。 

  以上で私の質問を終わります。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 先ほどの髙久議員からの質

疑で、１件保留にさせていただいた件がありまし

たので、ご報告をしたいと思います。 

  社会保障・税番号システムの部分で、歳入と歳

出の差異の部分だったと思うんです。 

  市では、福祉に関係するシステムでも、生活保

護、障害、または国保、高齢者とかと、かなり数

はあるんですけれども、それぞれのシステムの中

で、実際システムに要した費用、それが歳出で出

されております。私どものほうでいけば、479万

5,200円というのが歳出で出ていたわけです。 

  それに対して、歳入が207万円ありました。そ

の差についてなんですけれども、今回、システム

に関する国の補助の要件としまして、国では比較

的早い段階で、補助メニューを整備してきたと。

国で言うところの、それぞれのシステムの改修に

ついて補助を出す基本額というのを国で設定して

いるんですね。 

  実は、私どもの児童福祉システムにつきまして

は、国の補助の基本額というのが310万5,000円で

す。現実的には、それよりも160万円ほど多く、

費用的にかかってはいるんですけれども、国の補

助メニューの中での国で決めてきた基準額、基本

額というのは310万5,000円で、その基準額、基本

額に対しての３分の２が補助ということで、歳入

があって207万円ということです。言うなれば、

その479万5,200円と歳入との差は、一般財源、官

費で賄っているということなります。 
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  答弁が漏れていました。すみませんでした。 

○髙久委員 ちょっと確認します。 

  そうすると、その差額は官費ということは、那

須塩原市で持つという理解でいいんですね。 

○石塚子育て支援課長 そうです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  それでは、質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

  先ほど磯飛委員から、討議すべき点があるとい

うことで、議員間討議を行いたいとの発言があり

ました。 

  お諮りいたします。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 磯飛委員、もう１回お願いします。 

○磯飛委員 先ほどもお話ししたように、本市にお

いても、他の自治体なんかに比べて、待機児童、

あるいは入園待ち児童の解消に向け、他に類がな

いような予算をつけて、認可保育園整備、保育園

整備を進めてきてわけですが、その中でも、ゼロ

歳から２歳までの入園希望者が非常に多いという

ことで、その解消に向けて議員間討議をお願いし

たいという趣旨であります。 

○伊藤委員長 今、磯飛委員のほうから説明があり

ました。 

  それでは、今の磯飛委員の提案なんですが、そ

れについて、お諮りいたします。 

  本議案について、議員間討議を行うことにご異

議ございませんか。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 それじゃ、失礼いたしました。 

  ここで、監査委員の植木委員の入室を認めます。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 暫時休憩です。 

 

休憩 午後 １時２９分 

 

再開 午後 １時３２分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、再開いたします。 

  先ほど、委員間討議、これは、先ほどは植木委

員が、今回は決算の問題も含まれていますので、

中には入ってこられないということで、退室のま

ま、このメンバーの中でそれを討議したいと思い

ますが、皆さん、これについて討議をすることで

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議なしということでありますので、

ただいまから討議をしたいと思います。 

  ここで、執行部の退室を求めます。 

  なお、再開前に再度入室していただきますので、

向かいの図書室で待機をお願いいたします。 

〔執行部退席〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３３分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 
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〔「異議あり」「異議なし」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 それでは、ご異議がございましたの

で、挙手により採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第３号 平成27年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  ここで植木監査委員の入室を認めます。 

〔植木委員入室〕 

○伊藤委員長 暫時休憩中です。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 １時５６分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で、

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 子育て支援課の皆さんから何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

  それでは、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

○  委員 どっちか言っているのを、副委員長か

どっちか、メモをとって     言ったのを。

それが委員長から言えるから。そうしないと…… 

〔発言する人あり〕 

○  委員 そうだよ。      メモとったの、

それを      これに対して、それをもう１

回。そうすると、全然違うと思うんだよ。だから、

磯飛さんが何回もしゃべらなくちゃならない。 

〔発言する人あり〕 

○  委員 結構討議をやることによって、その問

題点とか、話できたからいいんだよね。と感じま

した。 

○  委員 じゃよかったです。 

○  委員 こんなの初めてだからさ。 

〔発言する人あり〕 

○  委員 という考えです、本来は。 

○     ありがとうございます。 

○  委員 それ以上は言えないから、整備は順調

ですよと…… 

〔発言する人あり〕 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○伊藤委員長 保育課について審査を行いますが、

保育課については、福祉教育常任委員会に対する
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付託案件がございませんので、予算常任委員会

（第二分科会）に切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 （議案第52号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 この債務負担行為に関して、プロポー

ザルでやるということなんですけれども、今まで

ＮＰＯに委託していたわけですが、プロポーザル

方式ということは、全く別の民間の事業者が入っ

てくる可能性もあるということでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 ファミリーサポートセンターのほ

うでよろしいですか。 

○藤村委員 はい。 

○高久保育課長 今現在、ＮＰＯ法人に委託した経

過とかいうのがあるんですけれども、今回は、全

くの個人とか、そういうのではなくて、やはり社

会福祉法人であったりとか、そういうような団体

ですね、そういったものは予定してございます。 

  最初に、今のＮＰＯ法人に決まるときに、社会

福祉法人が何社か応募してきた経過がございます。

恐らく、これからなんですけれども、詳細は詰め

ていくわけなんですが、契約の相手方としては、

そういったことが想定されます。なので、募集要

項などにも、そういったことは盛り込むようにな

ってくるかと思いますけれども。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○藤村委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 補正予算書の６ページ、民間保育施設

運営費の保育業務支援システム導入というところ

で、1,300万円ほど計上されています。これの中

身は、先ほどの説明で、指導計画とか、目的とか

成長の記録、こういったものをするんだというお

話がありました。 

  そういう中で、運営ということでいいんですよ

ね。ここでちょっと、施設運営費ということです

よね。 

〔「聞くだけ聞いてみろ」と言う人あり〕 

○髙久委員 運営ということであれば、例えば、こ

の間事故のあったところの運営というのを聞いて

いいんでしょうか。 

〔「システムだから……」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 今回、国で新しいメニューという

ことで、保育士の負担の軽減とか、いろいろそう

いったことを含めまして、業務効率化というよう

なメニューでもって補助金ができました。今回の

は、ここに計上しているのは、あくまでも、保育

士がふだん事務仕事をしている中で、システムを

導入して、その負担を軽減するというものでござ

います。 

  ちょっと今、このメニューの中で、実は……す

みません。保育所における業務効率化の推進事業

補助金というものの大きなくくりの中でのメニュ

ーに、保育所におけるＩＣＴ化推進事業というも

のがございます。こちらも国庫補助金のメニュー

でございまして、そのＩＣＴ化の推進補助金の中

の１メニューとして、業務効率化推進事業という
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のがございます。これがシステム導入費なんです

けれども、もう一つのメニューで、事故防止等の

ビデオカメラの設置というメニューもございます。

今回はちょっと…… 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 髙久委員のご質問の中に、

このシステム導入がなぜ行われるかというところ

かと思うんですけれども、保育士の確保の中で、

保育士の待遇改善とか、業務負担が大分大きいか

ら、保育士の確保が難しいというのがまずありま

して、どんな業務が保育士の負担になっているの

かという中で、やはり、日々つけています児童 

 一人一人の子どもさんについての記録を残した

り、月の計画を立てたり、週の計画を立てたり、

手書きでやっているところがとても多いというと

ころがありまして、それをどこの保育園でも、保

育の指針なりで、そういう指導表とか、週の計画

とか、月の計画を立てることになっていますので、

それをパッケージとしてシステムというものがで

きれば、保育士の業務の負担というもの、事務の

業務の負担が減るだろうというところで、国のほ

うからそこの部分について、交付金を４分の３、

４分の３国から出てくるというのは、なかなかな

いものなんですけれども、４分の３を交付するか

ら、こういうシステム、これは民間だけに限られ

ている、今回交付金なんですが、そういうものを

利用して、放課後児童クラブのところもＩＣＴと

いう言葉を使っていますけれども、いわゆるＩＣ

Ｔ化を進めるというところで交付されているもの

でございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、公設のほうは、既にもう

対応は進んでいるという捉え方でいいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 今回の補助メニューは、先ほど部

長が説明いたしましたとおり、民間の保育施設等

ということで、公立が対象になっておりません。 

  それとあと、こういったシステム導入に当たっ

ては、いろいろ内部での協議も必要ということで、

今回はちょっと、これは補助のメニューにはのれ

ないということですね。 

  それと、今回につきましては、公立保育園に導

入するかどうかのお話につきましては、研究をし

ていくようなことで考えて、今はそういう状態で

あります。 

○髙久委員 そうすると、公設のほうは、また別の

話ということですね。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、あとは、お母さんとか保

護者への、保育士からの記録というか、報告みた

いなものがありますよね、保育所でよくやってい

る。そういったものも、あわせてＩＣＴ化してあ

げるという、それは含まれていないんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 委員のおっしゃっているものは、

連絡帳みたいなものだと思われるんですが、そう

いったものは、ＩＣＴ化というのではなく、ノー

トのようなもので、家庭から保育士に、保育士か

ら家庭にという形で、手書きで今もやってござい

ますが、それにはちょっと、システム上はのって

こないかなと。 

  ただ、それを含めた形での日誌みたいなものは

できるかもしれませんけれども、あくまでも保育

園内部での日々の保育に対してのシステムという

ふうに私どもは捉えております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 結構です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関連なんですけれども、民間の保
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育施設という表現なんですけれども、民間で幼稚

園と同時にやっているところは、幼稚園のほうは

これは使わないということなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 幼稚園というふうなくくりでの今

回のメニューではなく、認定こども園ですね。新

しい制度でもって、幼稚園と、それから保育園が

一緒になったような、そういった認定こども園は

対象に入ってございます。幼稚園はちょっと、こ

こには含まれてございません。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について、討議すべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は、全員異議なく、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  ここで、予算常任委員会（第二分科会）を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切りかえ、審査

を行います。 

  暫時休憩です。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 （認定第３号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 何点かあります。 

  まず、128ページのファミリーサポートセンタ

ー運営事業ですが、先ほど債務負担行為のときに

も説明があったんですが、ＮＰＯでこの事業を行

ってきたのか。何か難しい点とか問題、問題とい

うことではなくても、課題があったということな

んでしょうか。今度、社会福祉法人にするという、

この決算に関しては、特に何も問題ないというこ

とですか、現状で。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 先ほど社会福祉法人と挙げたのは

たまたま新たに債務負担行為を起こして委託する

場合の委託業者の種類におきまして、今現在委託

しているＮＰＯ法人も含め、そういったことが相
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手方として考えられるというようなご説明でござ

いました。すみません、説明がちょっと足りなか

ったかもしれません。 

  今現在、ＮＰＯ法人に委託しているわけですが、

特段問題というのはございません。むしろ、きめ

細やかな会員に対しての、そういう対応であった

りとかはしていただいているというふうに思って

おります。報告なんかでも、問題点なんかは特に

報告されたことはございません。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○藤村委員 まだあります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次が、130ページの保育事務推進費。

これは、非常勤の方、昨年栄養士の方がいらした

と思った、ことしはいらっしゃ…… 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 賃金のところかと思うんですけれ

ども、26年度に関しましては、臨時職員と、臨時

職員というのは事務補助ですけれども、それと栄

養士という形で、３人載っていたかと思うんです

が、27年４月から、管理栄養士が保育課に配属さ

れました。ということなので、今まで栄養士いな

かった分が、臨時職員という形になってございま

す。すみません、実は健康増進課の栄養士に、保

育園のほうの献立なんかも見ていただいたり、い

ろいろしていたんですが、その栄養士さんが産休

に入られたということで、その後、臨時的に栄養

士を雇用させていただいたというところでござい

ます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次に、131ページ、保育園臨時職員費

ですけれども、これはやはり、ずっと増加傾向に

あるということでよろしい。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 人数の比較でいいますと、平成26

年度から、お預かりもありますが、ふえておりま

す。ただ、26年度と27年度の差でいいますと、保

育士の賃金が余っているんですね。26年度までが

7,200円だったのが、27年度は7,600円ということ

で、400円上がっております。これはフルタイム

の保育士でございまして、あとパートですね、時

給で出している保育士も、900円から950円という

ことで、処遇改善のような形で上がってございま

す。一応その関係もありまして、全体的な賃金と

いう額は、ふえてはいるところでございます。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次に、これは145ページ、保育所広域

事業運営費ですけれども、これも増加傾向にはあ

ると思うんですけれども、特に何か傾向的なもの

があれば、教えていただけますでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 傾向ということでございますが、

新しい制度でもって、今まで保育園だけだったと

ころが、認定こども園であるとか、それから地域

型保育ということで、小規模保育施設だったり、

家庭的保育事業だったりとかということで、複数

の市でかかわってくる施設がふえました。それと

ともに、いろんな理由があります。那須塩原市の

保育園が入りにくいからというのも一つの理由な

んですけれども、あとは、お父さん、お母さんの

職場に近いとか、おじいちゃん、おばあちゃんた

ちが市町村にいるとか、本当は転入・転出でもっ

て、今まで入っていた保育園にそのままいたりで

すとか、そういったいろんな要因で、人数がふえ

てきている傾向というのはもちろんございます。 

  人数というよりも、１人当たりが何カ月間保育

されるかというところでの比較でいうと、大分ふ

えてきているとは思います。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 今ご説明あった中で、たまたま当市が

入りにくくてというのがあったんですけれども、

当市が入りにくいから、やむを得ず近隣の市町村

にお住まいのおじいちゃん、おばあちゃんだった

りを頼りに、よその保育園を利用されている方が

いらっしゃるというあれなんですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 人数にすれば、そんな、それほど

ではないかもしれませんが、いることは事実です。

やっぱり、両親の働き方だったりとか、昔で言え

ば三世代同居というのが当たり前だったのが、核

家族化しているだけではなくて、近いところに住

んでいなかったりとか、いろんな要因が、さまざ

まなものもございますし、確実にそういったとこ

ろがふえているというのは事実ですし、実際、逆

もあり得るんですね。那須塩原市からどこかの市

町村に転出していって、その先が入れないだとか、

あと少しだからとかいって、那須塩原市の保育園

に入れたいという、受託という形になるんですが、

そういったこともございます。 

  傾向としていえば、どうしても委託のほうが多

いという傾向がございますし、施設がふえたとい

うことに関していえば、人数、それから月数なん

かもふえているということが、現実的にございま

す。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次は、146から147にかけての認可保育

園運営費の中で、償還金という項目がたくさんあ

るんですけれども、ちょっと償還金のことが私、

わからないので、教えていただいてよろしいでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 償還金に関しましては、26年度と

いうふうに書いてあるものは、毎年精算でもって

出てくるものです。交付申請までは、ちょっと多

目に申請していたんですけれども、最終的に実施

報告、実績報告を上げたときに、ちょっと余分に

もらい過ぎてしまったということでの精算になっ

てございます。 

  それから、上から２段目の25年度の栃木県安心

こども特別対策事業補助金、こちらの36万6,000

円に関しましては、処遇改善の部分なんですけれ

ども、ちょっとやはり、再計算したところ、余分

にもらい過ぎていたという事実が判明しましたの

で、自主的に返還をさせていただいたというとこ

ろでございます。 

  あと、５段目の平成22年度の保育対策等促進事

業費補助金、こちらは22、23、24、25年まで、４

年分に関しましては、ご存じのとおり、延長保育

に関して、ちょっと考え方が誤っていたというこ

とで、会計検査での指摘を受けて返還するもので

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 いつだったか、ちょっと正確に覚えて

いないんですけれども、一度ありましたよね。そ

れと同じ、その続きですか。関連しているという

ことですか、これは。これはまた別で……よくわ

からない…… 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 昨年そういうことで、皆様

のほうに報告させていただいた分の返還金を、27

年度の中で…… 

○藤村委員 その、最終的。 

○藤田子ども未来部長 はい。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 やはり25年度の、先ほど今言われまし

た安心こども特別対策の中では、やっぱり処遇改

善の部分で計算違いが、また新たにわかったとい
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うことなんですね。確認。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 そうですね、再計算してみたとこ

ろ、もらい過ぎていたということなので、特に返

還命令とかがある前に、自主的に返還をさせてい

ただいたということでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、152ページの放課後児童対策事

業で、委託料と補助金がふえている理由は、単に

利用がふえただけかもしれませんが、一応確認の

ため…… 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 27年度で、やはり制度が変わりま

して、小学校３年生までが６年生になったという

ことで、まずは対象となる人数がふえました。一

部、６年生まで受け入れはできないところはござ

いましたが、受け入れできるところは全部６年生

まで受けていたということで、まずは人数がふえ

ているというのが一つですね。それと、補助の基

準額も大分上がりまして、それも要因の一つ。 

  それから、放課後児童クラブを運営するに当た

っての基準というものが定められていまして、市

でも人数ですね、面積とか人数の要件とか、いろ

いろあるんですけれども、その中の人数の要件と

いたしまして、学校でいうとクラス分けというの

があります。児童がふえたことによって、かなり

一度に、60人とか70人とかというところ、施設も

出てまいりまして、そのクラス分けが40人を目安

にということになってございまして、今までは考

え方としてはなかったんですけれども、１クラス

当たりの補助基準というのが出てきたわけなんで

すね。そういったものが、増額の要因にはなって

ございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 例えば、埼玉小学校と三島児童クラブ

は70人を超えていますね。こういうところは一応、

オーケーはオーケーということなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 埼玉の児童クラブに関しましては

新しく建てまして、支援の単位に分けての保育が

できているところでございます。三島児童クラブ

に関しましては、現在、三島児童クラブとなかよ

し児童クラブが三島小の児童クラブになってござ

いまして、かなりぎゅうぎゅう状態でございます。 

  本年度、三島小の第三児童クラブで建築整備を

予定してございます。既に設計のほうは終わって

おりますけれども、そのクラブができたらば、人

数のほうも、今は施設がないものですから、この

状態になっていますが、新しく施設ができました

ら、分けて、児童クラブのほうの運営という形に

なるかと思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、三島については、もう

今年度で、余裕のあるものにできるということだ

と思うので、埼玉の場合は、支援の単位に分けて

対応しているというお答えだったんですけれども、

現場としては問題がないということでよろしいで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 一つの部屋等の中にパーティショ

ンなんかをつくったりして、やってはいるという

ことになるんですけれども、全く問題がないかど

うかといえば、やはり子どもですから行ったり来

たりはしちゃう。ただ、大きな問題になっている

というような報告は受けてはございません。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 131ページの臨時職員賃金の内訳とい
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うのが出ているんですが、131ページに載ってお

りますが、これ去年、たしか出し方として、臨時

保育士の人数、ここでいきますと、４名も入れて

321人だかになっているんですが、書き方として

保育士、いろんな勤務の体系があるけれども、１

人８時間勤務としてやっていて、比率が64％とか

と、去年そういう言い方しましたよね。正職員と

臨時職員との比率の割合。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 昨年度は、ごめんなさい、私の記

憶ですと、８時間の換算というのはしていなくて、

ただ単に、人数でのお話はさせていただいたのか

なということを記憶しています。ご存じのとおり、

フルで働いている人とか、本当に短時間という保

育士さん、さまざまでございますので、その辺、

時間に換算ということを本当はしなければならな

かったのにできていなくて、ちょっと人数のみで

お答えしてしまったかなというふうには思ってお

ります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、人数は、ストレートにこ

の人数ということで、そういう理解でよろしいで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 この人数というのは、時間換算と

かしていないで、雇っている人数でございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 それで…… 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 どのぐらいの割合なんですか。保育士

の中の臨時保育士が占める割合。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 ９月１日現在で、正規の保育士で

保育園勤務というのが、延長も含めてなんですが、

97名おりまして、今回ちょっと、８時間換算をし

てみました。そうすると、97名に対応しまして、

臨時保育士が177名分いらっしゃいました。とい

うことで、正職の占める割合が35％ぐらいかなと

いうところでございます。 

  すみません、臨時保育士に関しては、やめたり、

新しく雇ったりとか激しいものですから、私のほ

うでつかんでいる数字ということで、申しわけあ

りませんが、そのぐらいかなというところでござ

います。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、去年と横ばいという捉え

方でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません、人数の、単に雇って

いる人数ベースでいうと、さほどふえているわけ

ではございません。保育園数も公立、変わってご

ざいません。26年度、27年度、変わってございま

せんので、全部入れてですけれども、26年度317

人で、27年度も321人ということですから、それ

ほどふえているという感覚ではございません。 

○髙久委員 オーケーです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員、都合あるのかな。 

○磯飛委員 これも説明あるの。その他で説明…… 

〔「休憩だ」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 決めない、こっちが決めます。 

〔「はっきりしないからだよ」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、休憩

を入れます。10分間休憩いたします。３時20分か

らです。20分から始めます。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２０分 
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○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  まず初めに、高久課長より発言がございます。 

  高久課長。 

○高久保育課長 先ほど、私のほうの説明の中で、

火災通報装置設置工事につきましてお話をさせて

いただいたところ、消防法の改正によりましてと

いうことでお話をさせていただいたんですが、面

積要件で該当しなかったんですが、ここにも入れ

ました、つけましたという話を、たかはやし保育

園と大貫保育園というふうに説明させていただい

たんですが、間違いでして、大貫保育園だけが、

面積要件が該当していなかったんですがというと

ころになります。たかはやし保育園は、面積要件

でも消防法に該当して、装置をつけなければなら

ないという施設でございました。改めまして、申

しわけございませんでした。 

〔「何ページでしたっけ」と言う人あり〕 

○高久保育課長 すみません、ごめんなさい、132

ページ。 

〔「132ページ、中段のところですね。保

育園運営費の中です」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 125ページ、保育所広域利用運営費に

関連して、先ほど藤村委員から質問があったんで

すけれども、まず、広域利用委託料は出ているん

ですが、市外にお願いしている、広域利用してい

る園児の人数をお聞かせください。 

○伊藤委員長 高久課長。 

○高久保育課長 すみませんでした。平成27年度委

託実人数でございますが、こちらは77名でござい

ます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 77名のうち、いろいろ市外にお願いし

ている園児は、いろんな理由でお願いしていると

いう、その中で、入りにくいという表現がありま

した。希望の保育園に入れないで広域を利用して

いるという人数は把握していますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 大変申しわけございません。そう

いう理由もあるということですが、多くはござい

ません。ただ、人数的に何人というのは把握はし

てございません。参考になるかどうかはわからな

いんですが、今年度４月１日に入園できませんで、

入園待ちという形になっております114名の中で、

広域を利用しているというのは１名でございまし

た。 

  ただ、それが全部ではないと思っておりますが、

それほど多くはないというふうに感じております。

申しわけございません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そこが知りたかったので、了解です。 

  逆に、これは外れちゃうかわからないんですが、

受け入れている人数って把握していますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 平成27年度受託人数ということで、

市内の保育園並びに認定こども園、それから、地

域型保育事業ということでの総数ですね、受け入

れ人数は、63名でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その中で、先ほどの子ども課の報告で

も出ていた、認可保育園が那須塩原市、大分てこ

入れして、認可保育園が多くできたんですが、認

可保育園で受け入れている人数ってわかりますか。

認可というか、認定というか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません、内訳ですね、公立、

それから私立の認可保育園、それから認定こども
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園、あと地域型保育施設というものは、実を言い

ますと、把握はしておりません。 

  すみません、係長のほうから…… 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 受託なんですけれども、公立で受け

入れているのは13人で、私立のほうは50人になり

ます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 幼稚園に認定保育園を開設されて、喜

んでいる自治体もあるんですけれども、幼稚園の

中じゃなくても、認定保育園の50人受託している

ということなんですが、その内訳ってわかります

か。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 今、私のほうで把握しているのは、

公立と私立の違いだけなので、私立の中には私立

保育所と、あと認定こども園と、小規模と３種類

あるので、そちらの３つの内訳というのは、ちょ

っと把握していません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 調べようってあるんですか。 

○瀧保育係長 はい。 

○磯飛委員 じゃ、後で調べて、後で結構です。 

  じゃ、次、147ページの上のほうの認可保育園

費の中で、先ほど若干説明ありました１歳児担当

保育士増員事業費、これが980万円ほど計上され

ているんですが、これは、あくまでも１歳児だけ

という解釈でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 この１歳児担当増員事業というの

は、県の補助事業でございますので、１歳児のみ

でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 児童数は何名になりますか。児童とい

うか、園児数。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 １歳児増員の場合は、通常１歳児は

１対６、保育士１人につき６人で見るのが通常な

んですけれども、これを１対３、保育士１人に対

して３人で、手厚く見た場合の補助になるので、

その人数というか、保育士を多くその分配置して

いる場合に出される県の補助となりまして、その

保育士の数は幅がありまして、６人から11人で幾

ら、12人から17人で幾らというふうに補助単価が

決まっているので、園によってどれぐらい保育士

を、６人から11人の間で多目に配置していれば、

年間75万6,000円もらえるよとか、そういうこと

になっていますので、園によって人数は、ちょっ

と…… 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その980万円の補助の中で、じゃ、保

育士さんは何名かは把握しているんですか。 

○瀧保育係長 そうですね、個別に園ごとに、補助

対象になった園は４園なんですけれども、ただち

ょっと、そこの人数が、12名から17名と、18名か

ら23名と、24名から29名と幅があるので、ちょっ

と、園が実際何人だったかというのは、こちらの

補助の申請用紙を見てみないとわからないので、

今、各園の状況というのはちょっとわからない。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 県の事業とはいえ、市を通して補助金

を出して、決算にも計上されているわけですから、

その人数も把握しない中で、この金を素通しで出

しているということに…… 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 手元に今資料がないというだけで、

人数は一応把握して。 

○磯飛委員 じゃ、それは後ほどで結構です。とい

うのは、やはり、先ほども子ども課のほうでもあ

った待機児童、入園待ち、ゼロから２歳に非常に
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困っている保護者さんが多いという話の中で、こ

ういった事業が展開されているということで、幾

らかでもその解消になっているのだというふうに

解釈したものですから、質問をしたので、後で数

値がわかりましたらお聞かせください。 

  なおかつ、私だけ聞いても勉強にならないので、

何かの委員会のとき、せめてこのメンバーにはお

知らせいただければと思いますので、お願いした

いと思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 131ページの保育園臨時職員費で、

何回かほかの委員さんも質問したんですけれども、

いろいろな、臨時職員賃金の中の種別がかなり多

くあるんですけれども、これは一応、臨時職員賃

金の内訳というか、同一賃金なのかお伺いします。

また、これは時給制度になっているかどうか。ま

た、保育園経営がだんだん民間に委託されてきま

したけれども、その辺何か、雇用の変化があるの

かどうかお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 まず、時給なのかフルなのかとい

うご質問だったと思うんですけれども、種別によ

って、フルタイムで働いている人が何人とか、時

給が何人とかというのは、種別というところでも

っての把握は、ちょっと難しいのかなというふう

に思っております。ただ、国加算特別加算    

のようなところは、フルが多いような感じがしま

す。 

  ただ、フルが見つからない場合には、４時間勤

務とか3.75勤務とかを抱き合わせて１人分という

ふうな園もございますので、ここの種別によって、

そこがフルタイムであるか、時給であるかという

のはちょっと、申しわけありませんが、判断でき

ないかなというふうに思います。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 もう一つのご質問なんです

が、民営化をしていく中で、臨時職の雇用の変化

はというご質問だったかと思うんですが、あくま

でもこれは、公立の保育園の臨時に関する賃金と

してお出ししているものなので、民営化したとき

には、その民営化をする園によって、給料の体系

がそれぞれ違うという形にはなります。ただ、民

営化をするときに、例えばとようら保育園、今回

民営化しているんですけれども、そのときに、臨

時の保育士さんにできるだけ引き継ぐ、新しいと

ようら保育園のほうでも働き続けていただきたい

ということで、一度旧とようら保育園のほうに入

っていただいて、そのまま希望があれば新しい園

に行っていただいて、子ども、園児のフォローが

できるような形でお願いはしているところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 職種によって、時間給はみんな、

もちろん違うんでしょう。これは違うんですね。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 保育士と保育助手と調理員

と用務員と、それぞれありますので、それは違っ

てはきます。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○平山副委員長 すみません、もう一つ。 

  152から153の放課後児童対策事業の下の委託料、

補助的委託料というのが掲載されています。そこ

の中で、各運営委員会の算出は、どういう方法で

やっているかお伺いいたします。 

  例えば、この下にもグラフというか、出ている

んですけれども、大貫児童クラブは利用が４人と

いうふうになっていて、上のほうに、大貫児童ク
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ラブが二百六十四万何々と書いているんですけれ

ども、この人数と、それによると、１人当たりの

経費が大分、この表だけで見ますと、大幅な差が

あるので、こういうのはどこから算出するのかな、

違いは何かなと思って質問しました。 

○伊藤委員長 補佐。 

○室井保育課長補佐兼児童係長 児童クラブの委託

料につきましては、基本的に、指導員の方お二人、

ついていないといけないというのがありますので、

人数が少なくて、たとえ１人であっても、指導員

は２人ついてなきゃいけないというというところ

がありますので、そういった人件費を市のほうで

算定して委託料に出しているので、人数が少ない

クラブであっても、金額はどうしてもかかってし

まうというところがあります。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について、討議すべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今も出ていました臨時職員、臨時保育

士の人数、報告をずっと聞いていまして、賃金は

7,200円から7,600円に改善されたと。そのところ

で、人数がほとんど横ばい状態ということです。

この中で、表を見ていると、131ページを見ると、

欠員補充には90と、そういう人数が書いてありま

す。基本的に人数は足らないだろうなというふう

に私は受けとめました。そういう中で、保育士が

いないので、結果的に子どもを預かれないという

ところにいかざるを得ないのかなというふうに捉

えます。 

  やっぱり待機児が多いというのは、こういうと

ころが一番根っこにあるのではないかということ

で、保育士の改善は何としても必要だと。あとは、

新聞等でよく言われている、各自治体間の保育士

の獲得競争というものも、もちろんあるのかなと

いうふうに思います。そういう意味でもやっぱり、

臨時保育士の待遇改善を早急にしていかないと、

なかなかここの部分での保育士の確保が難しいの

ではないかということで、結果的に待機児童をな

かなか解消できないという一つの大きな要因がこ

こにあるんだろうと。 

  以上をもって、認められないということです。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定について、ただいま異議がござい

ましたので、認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定について、原案のとお

り認定すべきものにすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第３号 平成27年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  ここで植木委員の入室を認めます。 

〔植木委員入室〕 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 

再開 午後 ３時４０分 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 それでは、次第にはございませんが、

その他で、委員の皆さんから何かございませんか。 

〔「１点いいですか」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 （民設民営の児童クラブの送迎につい

て） 

○伊藤委員長 保育課の皆さんから、何かございま

すか。 

  課長。 

○高久保育課長 （放課後児童クラブ安定対策事業

について） 

○伊藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  子ども未来部の今定例会における審査は終了と

なりますが、子ども未来部全体として、何かござ

いますか。 

○藤田子ども未来部長 特にございません。 

○伊藤委員長 なければ、以上で終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部退席のため、暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ３時５５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○伊藤委員長 以上で、本日の委員会日程は終了し

ました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時５５分 
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    予算常任委員会（第二分科会） 
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  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時０２分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  進行につきましては、着座のままで進行させて

いただきます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  当常任委員会に傍聴希望者がおります。議会基

本条例第７条により、議会の会議は公開を原則と

しております。よって、当常任委員会では、本条

例に基づき、これを認めます。 

  本日は教育委員会事務局、教育部の審査を行い

ます。慎重なる審査をお願いしますとともに、円

滑な進行にご協力くださいますようお願い申し上

げます。 

  ただいまから教育部の審査を始めます。 

  初めに、伴内教育部長からご挨拶をいただきま

す。 

○伴内教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○伊藤委員長 ただいまから教育総務課所管の福祉

教育常任委員会審査を行います。 

  教育総務課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６１号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第61号 那須塩原市立学校の設

置に関する条例等の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第61号の説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  植木委員。 

○植木委員 ２点だけお伺いいたします。 

  那須塩原市立小中学校通学審議会条例、この５

条関係なんですが、５条のところに、先ほどの説

明だと、審議会の定数についてだけ規定していた

けれども、今回は規則のほうにあったものを条例

化の中に入れてきたんだ、この義務教育学校です

か、これを運用するに当たり、そういう状況だと

いうことで説明、それはわかったんですが、以前

にこの通学区域関係を代表する、この中身だと第

２条２項の（２号）ですか、ここに小学校、中学

校及び義務教育学校の児童または生徒の通学区に

関係する地域を代表する者、これが審議会に入る

んですよというふうなこと、新たに入ってきたん

ですが、これは以前にも規則にあったんですか、

それを上げてきたのですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そのとおりでございます。今

まで規則のほうに入っていたものでございます。 

○植木委員 そうすると、以前、旧３条のほうにあ

りました、地域に住んでいる者のうちから教育委

員会が任命するというのはまたこれは廃止された、

形が変わったということでよろしいんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そのとおりでございます。 

○植木委員 それから、次のページで第５条の第４

項、「会長が必要あると認めるときは、委員以外

の者に会議へ出席を求め、その意見を聞くことが
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できる」追加されているわけなんですが、これも、

やはり規則にあったものがここへ上がってきたと、

そういうことでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 はい、そのとおりでございま

す。 

○植木委員 そうすると、そこへ規則から上げてき

たということは、何か背景として考えられること

があって、想定して上げてきているんでしょうか。

それとも単純に規則を廃止するか、こちらの条例

のほうへ入れてきたというようなことでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 今回のこの条例でございます

けれども、一般的にはいわゆる審議会条例という

ものがほかにもございます。そういうものと形を

合わせたということの中で、今まで規則に入って

いたものもこちら条例の中に含めた形で整理した

というところでございます。 

○植木委員 わかりました。了解です。 

○伊藤委員長 ほか質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと私わからないんで説明をお願

いしたいんですが、那須塩原市小中学校、24ペー

ジの新旧対照表を見ているんですが、⑴の小学校

というのは、義務教育学校の前期課程をという説

明なんです。中学校というのは後期課程。そうい

う説明の中で、34ページの設置に関する条例の第

10条ですが、その備考欄に、２番のほう、中学校

とは、中学校と中等教育学校の前期課程、特別支

援学校云々とこうあります。ちょっとこの中等教

育学校の前期課程というのを説明ちょっと、それ

で、那須塩原市、そういったあれがあるのかどう

かもちょっとお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら中等教育学校でござい

ますけれども、栃木県においては佐野日大の高校

が１つございます。これは高校と中学校が一緒に

なっているものでございまして、那須塩原市には

ございません。 

○相馬委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 概要の２ページの第５条で、まず表現

の適切化という表現の中で、改正後は那須塩原市

小中学校等通学区域審議会条例に改めるというこ

となんですが、その下の第１条の改正の一番下、

市立小中学校等通学区審議会で、「域」が抜けて

いるんですけれども、これどっちが正しいんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 大変申しわけございませんで

した。こちら概要書のほうに「域」が抜けており

ます。今回議案提出しておりますほうには通学区

域審議会というふうに入ってございます。今回の

概要書のほうがすみません、間違っておりました。

失礼しました。 

○磯飛委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 



－114－ 

  議案第61号 那須塩原市立学校の設置に関する

条例等の一部改正についてを原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第61号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第64号 那須塩原市幼児

教育振興審議会条例の廃止についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第64号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第64号 那須塩原市幼児教育振興審議会条

例の廃止についてを原案のとおり可決すべきもの

にすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）に切りかえます。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

にすることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）審査に切りかえます。 

  ここで植木監査委員の退室を許します。 

〔植木監査委員退室〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 ただいま説明が終わりました。 

  ここで10分間の休憩をとります。 

  再開は、11時10分から再開いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ２点、ちょっとお聞きづらいと思いま

すが、まず274ページの教職員ネットワークシス

テムなんですが、一般質問、質疑のときだったか

な、何かまだ検証はされていないということだっ

たんですけれども、やっぱりこれだけの大きな金

額の投資をして、現場の先生方のどれほどの助け

になったのかというのをまだ全く聞き取りもして

いないということでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらネットワークシステム

でございますけれども、各学校さんに、先生方に

対してアンケート調査、そういうものはやってお

ります。その中で、これを使っているかとか、毎

日使っている、使っていないとか、あとはそのシ

ステムのふぐあいといいますか、使いづらい部分、

または自分がちょっと理解できていない部分、そ

ういうふうなアンケート調査をしておりまして、

その中でやっぱりふぐあい部分がちょっとあると

いうものはあります。それにつきましても、うち

のほう、教育総務課と学校教育課とであわせて先

生方へＩＣＴの支援員さんを活用いたしまして、

その使い方というんですかね、それがわからない

というところがあるもんですから、ある学校さん

では、そういうパソコンに詳しい先生がいるとこ

ろでは、ある程度使い勝手ができていると。でも、

そういう先生がいないところではちょっと使い勝

手がわからない、使いにくいというようなところ

があるもんですから、ＩＣＴの支援員さんを活用

しながら使い方、マニュアル的なもの、そういう

ものをちょっと教えているところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 使っているかどうか、ふぐあいについ
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てということですけれども、先生ご自身の仕事に

対してどれほど効率が上がったか、そういうこと

についてはアンケートをされていますでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの中ではですね、校務

システムの利用状況ですね、その辺、利用状況に

ついてのアンケートでございます。それを毎日使

っているか、あとは、先ほど言った使いやすさ、

使い勝手のほうのアンケートでございます。 

  ですから、現在、いわゆる学校さんの退庁時間

というのも、最終退庁者でございますけれども、

それは教育総務課のほうで管理しております、警

備の関係で何時に退庁したか。その最終退庁者の

時間を見ますと、まだちょっと退庁時間が早まっ

たというような傾向は見られないかなとは思って

います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 退庁時間がたとえ早まったとしても、

お仕事を持って帰ってご自宅でなさることが前提

になっているシステムなので、本当にこのシステ

ムを入れて、先生方の負担が軽減されて、子ども

たちの教育に効果があるかどうかというところを

一番知りたいと思うんですけれども、それをまだ

調べられていないのはなぜでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 委員おっしゃるとおりに、こ

ちらを我々も入れた目的というのは、学校の先生

の事務の軽減を目的としております。その事務的

な時間、それを少なくして、できるだけ生徒、児

童と向き合う時間、そういうものを多くしたいと

いうふうに思っております。ですから、このシス

テムについても、ふぐあいのあるところについて

は、対応させていただきますし、その中で先生方

の子どもと向き合う時間、そういうものをちょっ

と多くとれるように努力していきたいというふう

に思っております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 先生たちからは、個別に具体的に要望

事項を聞き取れるような項目は含まれているんで

すか、そのアンケートの中に。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 その中に自由意見というもの

もございますので、そういうものではたくさんい

ただいてございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、その中にどういうような意見が

多かったかというのをお聞きすることはできるん

でしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○相楽学校整備推進室主査（係長級） すみません、

詳細なものは承知していませんですけれども、そ

の書いてあった印象としては、やっぱり使い方が

というところが多かったんです、わからないとい

う方が多かったですけれども、そういったところ

はＩＣＴ支援員で対応するというところで今進め

ているところであります。 

  それから、一部の機能でちょっと使いづらいと

いうところがあったというところがありました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 使い方がわからない、使いづらいとい

うことがあることによって、新しいシステムを導

入して、そのことに対して先生に余計に負担がか

かっているということは考えられないんでしょう

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そうですね。使い勝手が悪い

部分におきましては、それは先生方に負担がかか

っているものとは思います。ただ、それもいわゆ

る使い方というものです。ある学校では上手に使

っているところもありますので、上手に使い方が
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まだ浸透していないという部分がございますんで、

その辺の情報共有等、そういうものを図っていき

たいなというふうに思っております。 

  先ほどのアンケートの中でどんな意見があった

んですかというものの中では、例えば立ち上がる

のが遅いとか、あとはウインドウズでございます

んで、２つ、３つ、窓をあけてやったときに動き

が遅くなってしまうとか、そういうふうな意見等

もいただいております。 

  ただ、それについては、いわゆるセキュリティ

ーの関係で、そういうふうなセキュリティーをし

っかりと組んでいるもんですから、動きが遅くな

ってしまうという部分もございます。 

  あとは、いいほうの意見としては、いわゆる学

校でやらなくて、ちょっと家で用があったときに

家へ帰ってから、それからでも少し、ちょっと仕

事ができるとか、そういうふうなもの。また、い

わゆるなくす心配がないということでの安心感、

そういった意見をいただいたところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 １点確認なんですが、このシステムは、

全国的に導入されているところはもう既にたくさ

んあるんですか。那須塩原市は早いほうですか、

遅いほうですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こういう校務支援システムと

いうのは全国の中でもございますけれども、ただ、

これは早いか遅いかといえば、うちのほうは早い

ほうだと思っております。また、今、国のほうで

もこういうシステムを導入していきましょうよと

いうことで推奨しているというところでございま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この件については了解しました。 

  それから、次に、その次のページのスクールバ

スについてなんですが、予算が統廃合のためにス

クールバスの運行で、実績はふえているんでした

か、減っているんでしたか。実績は減ったんでし

たか。 

  金額はふえていて、予算よりか実績が多かった

ということなんですけれども、ここでちょっとお

聞きしていいのかどうかわからないんですけれど

も、これは小学生しか乗れないんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらについては塩原の中学

校と、あと高林中学校の方面、板室方面からの高

林中学校、そちらのスクールバスもございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 高校生は無理だということですね。 

○冨山教育総務課長 高校は無理です。 

○藤村委員 じゃ、ちょっと予算と外れると思うの

で、それは後にします。 

  それから、285ページですが、工事請負費の中

で、遊具の撤去があるんですけれども、具体的に

どのような、１つはうんてい撤去というのが黒小

で書いてあるんですが、その下に、あと遊具撤去

工事でまとめて、一段下のほうに載っていますが、

これは何が撤去されたのでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○鈴木学校整備推進室長 遊具撤去工事は３本の工

事で分割して発注しておりますけれども、点検の

中で危険と、使用不可というふうに判断された遊

具について撤去を行ったものですが、ジャングル

ジム、滑り台、鉄棒、主にそのような遊具になっ

ております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 例えば黒磯小学校は今現在遊具はどの

くらい残っているんでしょうか。それは撤去され

てしまって全部なくなってしまったということで

しょうか。 
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○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 黒磯小学校につきまして

は、遊具のほう、かなり撤去によって使用できる

遊具が減ったという状況ではありますけれども、

今年度の中で、２つの遊具につきまして設置を行

いましたので、こちらの学校についてはおおむね

以前の状況と変わらない遊具の数になっておりま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、こちらの教育総務課さ

んでは点検をして、危険なものに関しては撤去す

るけれども、ある程度、子どもたちが運動できる

ように最低限の遊具は整備していきたいという考

えでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そのとおりでございます。ほ

かの学校につきましても、点検でいわゆる撤去、

危ないというものがあったものについては撤去い

たしますし、その後順次整備しているところでご

ざいます。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 市政報告書の41ページ、給食費の未納

額というのが先ほど105万、収納率は99.82％とい

うから、収納率はかなりいいんだというふうに受

けとめたんですが、この105万は何人分ですかね。

何人分というか、何世帯というのか。 

〔「ちょっとお待ちください。すみません。

よろしくお願いします」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 申しわけございませんでした。 

  31人になります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 その原因というのはつかんでいますか。

内訳、貧困とか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、貧困

とかというよりも、どちらかというと、給食費に

対して払わないといいますか、そういう方。もし

貧困というものであれば、いろんな支援がござい

ますんで、給食費に対しての支援というのがあり

ますんで、そちら申請していただければ、免除と

いうか、その分こちらで補助することになります

んで、どちらかというと給食費に対する考えとか、

あとは、ちょっと会えないといいますか、仕事の

都合でちょっと会えなくて集金できないというよ

うな方々になっています。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 関連して、俺先にやるから。 

  同じく41ページの給食費です。今、未回収とい

うか、その要因はわかりましたが、この給食費

99.82％ですか、納めてもらっているの。かなり

高い、ほかの税金関係とかそういった部分に比べ

ると高い回収率になっていると思うんですが、そ

の中で、まず中身、給食に対する中身をお聞かせ

ください。支援に対する中身。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら、いわゆる支援という

ことでございます。生活保護法による学校給食費

の交付、要保護の方が約50人でございます。それ

と就学援助によります学校給食費の援助、こちら

のほうが825人でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、合計で875名の児童生

徒さんは給食費を納めないでいいということにな

っているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そのとおりでございます。 
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○磯飛委員 そうすると、この875名分の賄い費と

いうのはどこから出ているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら歳出予算としてとって

おりますので、市のほうから出ているということ

になります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 市の予算からどこから出るの、項目が

科目は。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 先ほど調理場の賄い料のとこ

ろから支出しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 準要保護、あるいは生活保護等の審査

はちょっと教育のほうから外れるかもわかんない

んですが、準要保護に対する審査というのは今ど

こでやっているんですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 準要保護の審査につきましては、

現在学校教育課が所管をして対応しております。

それぞれ学校を通じて、所得であるとか家族構成、

そういったものを申請書類にまとめていただいて、

それを一つの基準をもとに積算をした中で、いわ

ゆる保護世帯の1.3倍とか1.5倍とか、そういう基

準を持ちながらやっているわけなんですが、基本

的には学校教育課が年間を通してチェックをして

いるということになります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 学校教育だと、総務から外れてしまう

んで、本来であれば向こうで聞かなくてはならな

いんですけれども、以前、六、七年前までは、学

校だけでなく、地域の民生委員も入って審査をし

ていたんですね。地域の民生委員はその家庭状況

というのを学校の先生方と同じように把握して、

あるいはもっと把握しているかわかんない。そう

いう民生委員がいつの間にかその会議には出ない

で、学校教育と学校の先生方で審査しているとい

うことで、本当に的確に準要保護を受けなくては

ならないということが本来把握されているかとい

うところにちょっと疑問があったもんですから、

今お尋ねしたんですけれどもね。だからどうこう

するという意見ではないんですけれども、そんな

ことがありました。 

  その中で、話が戻って恐縮なんですが、875名、

市のほうで賄い費は捻出しているということなん

ですが、この金額というのがどのぐらいになるか

わかりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 要保護、準要保護の合計で

4,255万8,858円でございますけれども、これにつ

きましては、資料の数値としましては、今年度の、

28年８月ということで、ちょっと27年度末とは若

干時期的にずれていますんで、ご承知ください。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員  そうすると、その部分を除いて

99.82％ということですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら準要保護の金額も含め

てでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その分を除いたらどのぐらいになりま

すか、パーセント。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 すみません、詳細な数字、ち

ょっと出しておりませんけれども、こちら4,200、

準要保護の部分については全額が返ってきている

ということになります。そしてまた全体の収納率

が99.82％ということでございますんで、これを

除いてもそれほど下がらない数字だというふうに

は思っています。 
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○磯飛委員 わかりました。了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 それでは、何点かお聞きさせていただ

きます。 

  270ページなんですが、西那須野学校給食共同

調理場、50事業でございますが、27年度の当初予

算が３億6,800万5,700円でありますが、執行額が

３億6,987万2,304円ということで増額になってお

りますんで、その増額になった理由をちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 当初予算から増額になってい

ると。補正の内容ということでよろしいですか。 

○中村委員 補正も入っているんですか。いいんで

すよ、補正しているという理由であれば。 

○冨山教育総務課長 12月に補正しているかと思う

んですが、すみません、ちょっとその補正の内容

につきまして…… 

○伊藤委員長 はい。 

○人見西那須野学校給食共同調理場長兼業務係長      

修繕料の中で、   結構給湯修繕があるんです

けれども、この   562万2,480円を支出してい

るわけなんですが、これは緊急に起こったもので

すから、こちらのほうは補正予算ではなく、予備

費で一応対応して、その分がふえているかと思い

ます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 理由がわかれば結構なんですが、さっ

きの課長の説明では、結構燃料費とか電気代、か

なり下がったという説明を強調されておりました

んですが、トータル的に上がったということで、

補正予算に計上されているということはちょっと

言っていなかったもんですから、そこを確認させ

ていただきました。わかりました。 

  続きまして、先ほど275ページのスクールバス

運行事業の50事業でございますが、これも当初予

算で8,246万9,000円計上されておったわけで、

5,225万2,472円が執行されているということで、

約3,000万円減額になっておりますんで、その中

で理由をちょっと説明をいただきたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、スク

ールバスの入札の結果、執行残という形でござい

ます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 入札の結果ということは、理由はわか

りますが、3,000万もこれ急に、入札した結果下

がるというような結果は、どんな入札をしたんだ

かちょっと聞かせてください。 

○伊藤委員長 補佐。 

○広瀬教育総務課長補佐 入札の結果落ちたという

ことなんですけれども、金額をこちらで計上する

際に、バスについては料金表が結構決まっていま

して、最大限でうちのほうは見積もりをとって予

算のほうを計上してございました。入札の結果、

それがかなり下がったという、それでも基準の中

にはおさまっているんですけれども、安全をとっ

て、やっぱり高目にうちのほうで設定をしていた

ということがございまして、路線も１本ではなく

て、３本の路線で入札ということになりましたの

で、合わせて3,000万程度の減額になってしまっ

たということでございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 安くしていただいたということは、努

力は認めたいんですが、当初設定の中で、私ども

もしっかりこれ議論させていただいて、議決をさ

せていただいた中で、300万ぐらい下がるケース

はいっぱいあるんですが、幾らぐらいのこういう
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設定の中で、わかりませんが、３路線だと１路線

1,000万下がったという解釈をされますと、非常

にうれしい反面、努力されたことは認めますが、

我々に提出したときの設定基準が、やはりしっか

り取り組んでいないという疑念も持たれかねませ

んので、しっかりとそういった面を、当初に立て

ていただいたものでやっていただかないと、本当

に3,000万下がったということでうれしいばかり

のものでもないような気もしたんで。それによっ

て、このスクール事業が運営されて円満にいった

ということであれば、私ども本当に言うことはご

ざいませんが、そういった面もちょっと気になっ

たんで、これをお聞きさせていただきました。 

  現在は、27年度運行、それでうまくいったとい

う先ほどの話を聞いたんで、安心をしたところで

ございます。 

  それでは、次に、283ページになります。 

  小学校施設整備費の30事業でございますが、こ

れも補正をとっておられるかとは思うんですが、

これも当初予算で6,619万1,000円の予算をとって

いるわけでございますが、執行は7,111万3,000円

ということで、結構これも増額になっております

んで、その理由をちょっとお聞かせください。 

○伊藤委員長 はい。 

○鈴木学校整備推進室長 こちらにつきましては、

委託しております消防設備保守点検業務の中で、

指摘のありましたところにつきまして、消防設備

という重要な部分であることに鑑みて、早急に実

施する必要があるだろうということで、消防関係

の設備についての増額補正をさせていただいて、

早急に対応させていただいたというところでござ

います。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 その増額になった金額ちょっと、補正

金額の確認をさせてください。幾らぐらい上がっ

たんですか。 

○鈴木学校整備推進室長 額としましては、ちょっ

と今、手持ちの資料ではないんですけれども、

283ページの小学校施設整備事業、30事業の東原

小学校自動火災報知機設備修繕、埼玉小学校消防

設備修繕。すみません、その上の消火栓設備修繕、

それから、その１つ上のシャッター修繕、豊浦小

学校の消防設備修繕、鍋掛小学校の消防設備修繕、

旧寺子小学校の消火栓源水槽修繕、波立小の消防

設備修繕、青木小の消防設備修繕、その下の消火

栓設備修繕、続けて284ページの槻沢小学校の誘

導灯修繕、東小につきましては、こちらに記載し

てあります３つですね。消防設備修繕、同じく消

防設備修繕ということで２つ、それから南小学校

の消防設備修繕、その下のガス漏れ警報器修繕、

西小学校の消火栓設備修繕、大山小学校の消防設

備修繕、その下の消火栓設備修繕、それから、横

林小学校の下に誘導灯修繕というのがございます

けれども、各学校中、誘導灯の修繕工事をやって

ございます。その下の防火扉修繕、主な工事とし

ましては以上です。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。るる施設整備が急に必

要になったということで、補正を組まれてやった

ということで、増額になったということで理由は

わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○中村委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 決算書の47ページ、鍋掛小学校のスク

ールバスの違約金の話なんですが、これは、  

 算出根拠の誤りということだけなんですか。入

札をとりたいために意識的に数字をいじったとか、

そういうのではないんですか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、平成

26年４月から、いわゆる一般貸し切りの旅客自動

車運送事業、そういうものの運賃、料金について

厳しくなったという、高速バスでの夜間での事故

とかそういうものがあったかと思います。そうい

うものがあったことから、いわゆる低料金化とい

いますか、そういうふうなものに対して、運輸省

のほうで法改正なんかをしてきたところでござい

ます。ですから、それらについては、スクールバ

スについても、いわゆる年間契約をするようなも

のについては該当するということでございます。

その中で計算したところ、ちょっとそれが運輸省

の基準に合っていなかったということで、契約ま

で至らなかったということです。こちらが許可に

ならない限りは、うちのほうでも契約ができない

ということですが。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 これ当てはまるのかどうかわかんない

んですけれども、276ページの10款１項４目学校

運営支援費ということで、これ工事請負費はここ

で質問していいのかな、406万800円の内訳なんで

すけれども、スクールバス乗入口ということ、工

事が幾つか、４つぐらいあるんですけれども。こ

の件のもし説明がしていただけたらと思いますけ

れども。 

○伊藤委員長 補佐。 

○広瀬教育総務課長補佐 この工事につきましては、

新たに路線を開設しました旧金沢小学校の生徒を

関谷小学校に送るためのスクールバスの運行に伴

う工事でございまして、県道矢板那須沿いに停留

所として何カ所かとめるところがあるんですけれ

ども、この乗り入れに際しましては、縁石がござ

いまして、その縁石がバスが停留所に入るのにど

うしても障害物となって支障を来してしまうとい

うことになりましたので、その縁石を撤去したも

のでございます。工事につきましては、２カ所縁

石を撤去しております。１つが停留所として活用

しております消防詰所の広場に入る際に縁石が障

害物となって邪魔になりますので、それを撤去し

たというものと、もう一つ、集会所があるんです

けれども、金沢上集落センター、そこに乗り入れ

る際、やはり縁石が邪魔になりますので、それを

撤去したというものでございます。 

  縁石を撤去するに際しましては、単に縁石を削

るというだけのものではなくて、それなりの重量

の車両が入りますので、舗装から打ち直さなくて

はならないということになりましたので、それで

費用が結構かかっているというものでございます。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 これはあれですかね、今スクールバス

が結構運行されていますから、ほかの地区ではこ

ういう状況に至っているところはないんですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○広瀬教育総務課長補佐 ほかのルートでは、この

ような工事を行ったところはございません。 

○若松委員 ありがとうございます。 

  じゃ、もう１点。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 288ページ、10款教育費の２項２目小

学校教育振興費の中で委託料の中に、ちょっと私

もわかんないんですけれども、学校飼育動物の支

援事業と、それとその下のほうで理科教育教材備

品とか、ブラスバンド楽器とか、学校配当教材整

備費という形で上げてあるんですけれども、この

辺のちょっと説明をいただければと思うんですけ

れども。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 では、まず学校飼育動物支援
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事業でございます。これにつきましては、各学校

というか、学校の中にウサギなんかを飼っている

ような学校がございます。東小や稲村小、黒磯小

なんかでウサギなんかを飼っているところでござ

います。そちら栃木県の獣医師会にちょっとお願

いしておりまして、そういうウサギの飼い方とい

いますか、そういうふうなものでの指導、あとは

けがの治療とか、そういうものをちょっとお願い

しているものでございます。 

  あと、備品購入費のほうの理科教育教材備品に

つきましては、人体の骨格模型とかそういうふう

なものとか、あとはデジタル顕微鏡とか、そうい

うものを購入しております。 

  また、ブラスバンド楽器としましては、南小ほ

か４校にトランペットなんかを出しております。 

  そういったものでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 266ページの10款１項２目の奨学

金給付事業の中で、今回優秀な、海外留学とかそ

ういうのを人材育成のためにということで、９人

の方が選ばれたんですけれども、そのときの応募

というか、審査員の方に先生の方もいらっしゃる

んですけれども。たまたま９人だったんで、募集

したのは何人で、落選というか、漏れてしまった

方なんかも含めると何人ぐらいの応募だったんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの給付制度についての

応募は16人でございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか 

○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 教職員ネットワークシステムについて、

業績の評価、費用対効果の検証が遅いと感じてい

るんですけれども、やっぱり多額の投資をしてい

ますので、現場も巻き込んで、非常に大きな事業

ですので、もう少し検証を進めていただきたいと

思うんですが、そのことについてちょっと皆さん

のご意見を伺いたいと思います。 

○伊藤委員長 ただいま藤村委員から、本議案につ

いて議員間討議を行いたいとの発言がありました。 

  お諮りいたします。 

  本議案について、議員間討議を行うことに異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議なしと認め、議員間討議を行い

ます。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  執行部の退席を求めます。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論を許します。 

  討論ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳
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入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで植木監査委員の入室を許します。 

〔植木監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代のために暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 零時５９分 

 

再開 午後 １時０１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課について審査

を行いますが、学校教育課については、福祉教育

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ、審査

を行います。 

  学校教育課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 （議案第52号

について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 10款１項４目の外国語ＡＬＴの方

の１人が急に退職なんですけれども、退職の理由

というか……どうしてなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 お国に帰国す

る必要が急遽出てきたということでの急遽退職と

なりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 最初に説明がありました補正予算書の

中の債務負担行為のＡＬＴの更新ということで、

直接雇用から人材派遣のほうに委託したほうが優

秀な人材が確保できるという説明がありましたが、

どういうことで優秀な人材が確保できるのか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 実は今年度、

年度当初、直接雇用７名でやってまいりました。

残りの27名については派遣ということで、合計34

名を市内全小中学校に配置していたわけです。直

接雇用につきましては、ここずっと何年も特に中

学校に直接雇用という形で置いておりました。直

接雇用のほうが何年も何年も優秀な人を抱えてお

けるというか、そういう理由でやっていたわけな

のですが、やはり直接雇用でお願いしていた人た

ちも、今回の急遽退職のように、年齢も上がって

きたわけなんですね。そうしますと、次に自分が

何をするかとか、いろいろ考える時期に入ってき

たというのも事実であります。徐々に減ってきて

おります。直接雇用で雇っていた人が少なくなっ

てきております。より質の高い、あるいは安定的

にということを申し上げましたけれども、確かに

直接雇用よりも今お勤めていただいている直接雇

用のＡＬＴの先生方は大変優秀です。まじめです

し、本市の学校教育に対してよく理解してくださ

って、大変優秀で力もありますが、今後例えば今

回のように急遽もう来月からやめますというよう

なことになった場合、安定的に確保するというこ

とで、これは非常に難しい問題が出てきておりま

す。 

  本市の学校教育課英語教育推進室がありますけ

れども、現在売り手市場なんですね、ＡＬＴの場

合は。ですから、募集をかけても、じゃ来月から

すぐに入ってきてくれるＡＬＴが必ず、しかも優

秀な方を雇えるかというと、非常に心配でありま

す。そういう意味で、今お願いしている派遣業者

に全員お願いすることによって、そうすればそち

らのほうは責任を持って研修もし、もちろん採用

に当たってハードルの高い面接をし、さらに研修

を積んだ人をこちらに回してきてくれております

ので、そういう意味で安定的に確保できるという

ことで、直接雇用から派遣という形に完全移行し

たいという強い思いがあります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。直接雇用だと何か優秀

なＡＬＴさんが来ていたということなんですが、

中にはぐあいが悪いというような場面があったと

き、雇用を解除するというようなこともなかなか

難しいと思うんですが、人材派遣であれば入れか

えをお願いするということもできると思うんです

が、今までやってきて人材派遣のほうにお願いし

たＡＬＴの中で不適格というか、ちょっと外れて

いるといって入れかえという実績はあったんです

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 指導力の面で

不適格であるというようなことはありませんでし

たが、やはり外国の方がお国の大学を出て日本に

来て、すぐに学校現場に入っていただくというこ

とで、ホームシックになってしまったとか、ある

いはどうしても言葉がうまく通じずに人間関係が

うまく構築できないで、ちょっと続けられなくな

ったということで、この委託のＡＬＴを急遽かえ

ていただいたケースはあります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その件についてはわかりました。 

  予算なんで直接雇用と派遣依頼では料金という

のは差があるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 今回、来年度

から３年間の業務委託をするに当たり、プロポー

ザル方式で委託業者を選定しようということで今

準備を始めようとしているところではあるのです

けれども、こちらの了承が得られればなんですが、

それほど……すみません、荒井室長から 
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○伊藤委員長 室長。 

○荒井英語教育推進室長 トータルではほとんど同

じような値段になっております。今まで附帯業務

ということで、直接雇用の分も派遣業者に面倒を

見てくれということで、ちょっと余分にお金をお

支払いしまして、研修とかをやっていただいたん

ですが、そのお金がなくなった分、ちょっと気持

ち安くなるかなというふうには考えておりますが、

ほとんど変わりない状況でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 安定的雇用のために派遣をというお話

で、恐らく今使っている派遣の会社に対する信頼

が高いから派遣へということで考えられていると

思うんですが、プロポーザルということですので、

ほかの事業者も応募が考えられると思うんですが、

これは値段ではなくて内容で判断するためにプロ

ポーザルになさるんだと思うんですけれども、同

業他社はたくさん想定されるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 実は前回、26

年度の頭に最初のプロポーザル方式で派遣業者を

選定しておりますが、そのときには２社から手が

挙がりまして、実際にプレゼンテーション、業務

企画書などご提出いただきまして、より質の高い

中身のあるご提案をされた現在の業者を選んだと

いう経緯がございます。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 補正予算書の10ページの小中学校の教

員の高ストレス者に対する面接という部分の予算

が新規負担となっています。これは教員の全員に

対してやるということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 ストレスチェ

ック、アンケート用紙のようなものをお配りしま

して、それは市内の小中学校の先生方全員にやっ

ていただきますが、いろいろな先進的に取り組ん

でいるところでの様子を参考にしておりますが、

答えた方の１割程度は高ストレス、つまりストレ

スをいっぱい抱えて今勤務されているというよう

なデータがありますので、それを参考に今回小学

校も中学校も受ける人の10％が高ストレス者とい

うことで判定されるであろうということで計上し

てあります。 

○伊藤委員長 髙久委員、よろしいですか。 

○髙久委員 そうすると、29年度から始まるという

のはすぐ始まるということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 10月には全員

に対して検査をします。それを業者のほうに判定

をしていただく。結果ですね。結果を判定しても

らう業者も決まっておりまして、そちらのほうの

診断によって、あなたは高ストレスですよという

のを個人に返すのが11月末ということになります。

その後、その高ストレスだというふうに結果を受

け取った先生方が専門医のほうに受診をしてくだ

さいということでお勧めをすると。そのための面

接指導費用と委託料ということになります。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 髙久委員の関連なんですけれども、今

全教職員は何名ぐらいいて、その１割とはどのぐ

らいの数なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 
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○伴学校教育課参事兼学校教育課長 小学校が531

名を考えております。それから、中学校を311名、

合計しまして842名に対してその検査票をお渡し

する予定でおります。 

○若松委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○若松委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）審査に

切りかえます。 

  ここで植木監査委員の退室を許します。 

〔植木監査委員退室〕 

○伊藤委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時２５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 （認定第３号

について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 何点かございます。274ページの学校

指導事務費、30事業の中でスクールソーシャルワ

ーカーの２人、去年はここに図書選考委員という

のがあって、ことしはスクールソーシャルワーカ

ーの方がお２人だけだったと思うんですけれども、

これはどこの学校に配置されて、どんなお仕事を

やったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 スクールソー

シャルワーカーの配置校ということでよろしいで

しょうか。スクールソーシャルワーカーにつきま

しては、昨年、今年度当初予算に計上させていた

だきまして、実際に配置になりましたのは６月か

らであります。６月から９月までは１名分という

ことで計上しておりましたので、１名を学校教育

課の中に机を置きまして、そちらに勤務で、要請

があって学校ですとか関係機関に出向くという形
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をとらせていただきました。 

  実はその６月から９月までのお１人につきまし

ては週３日しか来られないというようなことだっ

たんですね。それで学校サイドからはきょうはい

ないんですかという問い合わせが非常に多かった

ものですから、では、10月からは残りの２日につ

いても１人分の予算を２人でシェアする形で学校

教育課にお２人とも来ていただく。つまり月曜日

から金曜日まで学校教育課にどっちかの人は来て

いるというような環境を整えるために置きました。

ですので、どこの学校ということではなく、学校

教育課に席があり、必要に応じて各学校に出向く

ということになっております。現在もそうであり

ます。 

○磯飛委員 関連でいいですか。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 スクールソーシャルワーカーを配置す

るということで約578万円が増額になった要因に

なっていると思うんですが、決算的にふえている

のは内容的には了解なんですが、このソーシャル

ワーカーを配置した、また活動した効果というも

のがどのようなものが、主な効果で結構ですので

お聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 このスクール

ソーシャルワーカーの配置目的でありますが、実

は子どもたちはさまざまな家庭的な事情を抱えて、

学校になかなか足が向かない、不登校になってし

まうというお子さんがいることが現状としては事

実であります。このスクールソーシャルワーカー

は直接子どもの指導ということではなく、環境を

整えるという大きな役割を持ってもらっておりま

す。つまり、経済的に困窮している家庭に対して

は、このスクールソーシャルワーカーが例えば社

会福祉課のほうとつないで、その補助制度をもら

えるような手続のお手伝いをしたり、あるいは児

童相談所につなぐなり、あるいは病院のほうにつ

ないだりということで、関係機関につなぐという

役割がこのスクールソーシャルワーカーの大事な

仕事であります。ですので、子どもたちの生活の

環境を整えたり、学校に少しでも体が向く、そう

いう環境を整えるために必要なお仕事を一生懸命

なさってくださっています。 

  ですので、去年６月から３月までですけれども、

例えば虐待が疑われるケースでありますとか、生

活が困窮しているケースでありますとか、そうい

うお子さんに寄り添って、あるいはむしろ保護者

に寄り添って手厚いサポートをしてくれて、実際

にこの下の社会福祉課に一緒に行って手続をする

というようなことも積極的にやってくれておりま

す。大変な効果があったと認識しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 効果、あるいはどういうことをやって

いるかというご説明は理解しましたが、このソー

シャルワーカーの方が27年度、そういう対象の生

徒児童、あるいは保護者も含めてなんですが、何

名ぐらい携わったか数字的に把握していたらお聞

かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 27年度の件数

ですけれども、主な要因ですね。不登校が22件、

ネグレクトが７件、家庭内暴力が１件、保護者の

問題が２件、合計32件でありますが、１件１件に

つき何度も何度も家庭訪問をしたり、関係機関に

連れていったりということがございますので、合

計にしますと727件になります。これが平成27年

度の実績です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。大変な仕事量だと思い

ます。来年度予算に関係してなんですが、２人で
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間に合うんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 実は今年度か

ら２人体制にしております。去年は５日の勤務を

２人で２日、３日というふうにシェアをしていた

だいていたのですが、到底間に合わない。727件

１人では絶対もう無理なわけですので、これを１

日６時間の常勤２人分で予算をいただきました。

ですので、今は２人で手分けしながら対応をして

いるところであります。 

○磯飛委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 同じところの小中学生に関する意識調

査業務なんですけれども、これ実際に行った結果

はどうだったのか教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 ３月の全協で

出させていただき、記者には発表いたしましたの

で、新聞にも取り上げていただきました。小学校

３年生から中学校３年生までにアンケート調査を

とりまして、その集計業務は委託をしたわけなん

ですけれども、実は平成19年度のときにも同じよ

うな調査を行っております。質問項目をなるべく

同じように設定をいたしまして、７年ぶりぐらい

で二度目の意識調査をやったわけなんですけれど

も、前回調査と比較いたしますと、子どもたちの

例えば学校に来て楽しいとか、勉強に前向きに取

り組んでいるとか、あるいは保護者の子どもは学

校が楽しいと、楽しく通っているようだとか、そ

ういう質問項目に対しまして非常にプラスの回答

をしてくれております。これは非常にありがたい

ことでして、アンケート調査なので、個別にきち

んと調べればいろいろな意見も出たかもしれませ

んが、数字的には大変前向きな今の学校生活に子

どもも親も満足しているというありがたい評価を

いただいたというふうに捉えております。 

  ただし、子どもたちの１日の生活時間の使い方

というんでしょうか、就寝の時間がやはり遅くな

っている。ゲームとかテレビに費やしている時間

が前回よりも多くなっているという結果が得られ

ましたので、これにつきましては学校と協力しな

がら子どもたちの健全な心身の成長のために何と

か手だてを講じなければならないと考えていると

ころであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは基本的に無記名のものだったん

でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 はい、そのと

おりであります。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次に、278ページの宿泊体験館管理運

営事業ですが、臨時さんが年度中に退職されたと

いうことでの少し下がったということでしたが、

実際の利用の人数なんですが、この中、利用実績

で出ているのはちょっと宿泊なのか、日帰りなの

かがちょっとよくわからないので、わかりますで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 では、大森係

長が答えます。 

○伊藤委員長 係長。 

○大森児童生徒係長 27年度の宿泊体験館メープル

の利用人数ですが、日帰り体験が317名、チャレ

ンジ体験が29名、親子宿泊体験が４名、適応指導

教室のふれあいの通室生の利用が６名、あすなろ

の通室生の利用が８名ということで合計374名と

いう形になります。そこに保護者がつきまして、
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保護者が18名になりますので、こちらの392名と

いう数字になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、宿泊が４名というふう

にお聞きした。泊まったのは４人だけだったとい

うことでよろしいでしょうか。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 すみません、

失礼いたしました。大森係長が答えます。 

○伊藤委員長 係長。 

○大森児童生徒係長 すみません、ちょっと１つ抜

けていました。宿泊体験Ｂコースというのがあり

まして、そちらがプラス10名になります。宿泊に

関しては宿泊体験Ｂコース10名と親子宿泊体験が

４名という形での宿泊は14名という形になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その14名の方は何泊されたでしょうか。 

○伊藤委員長 係長。 

○大森児童生徒係長 宿泊体験Ｂコースは、１泊２

日から４泊５日のうちの希望泊数ということにな

っておりまして、この中では何泊したというのは

ちょっと統計には出てないんですけれども、親子

宿泊体験に関しましては土日の１泊２日になりま

すので、１泊ということになります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、Ｂコースの場合は希望

によってということなんですか。 

○大森児童生徒係長 そうです。希望によってです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 メープルは宿泊体験館ということでや

っているのですが、今は日帰りの人のほうが圧倒

的に利用が多いようなんですが、ここを維持管理

して費用をかけてしている中で、この利用実態に

対してどのように評価されているのかちょっとお

聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 ご指摘のとお

り、かなりのお金がかかっているわけです。ただ、

もともとこの施設を利用するお子さんというのは

なかなかお家から出られない。それから学校にも

なかなかつながらない。でも、何とか一歩踏み出

そうというお子さん、あるいは保護者の方に対し

ての場所ということになろうかと思います。確か

に泊で利用された件数は少ないんですが、このチ

ャレンジ体験でありますとか、親子宿泊体験であ

りますとか、これを利用することによって非常に

前向きに学校復帰に向けて一歩踏み出せたという

ケースがたくさんございます。この宿泊体験館メ

ープルを利用した子は何らかの形で、例えば学校

まで行けるようになったとか、あるいは学校の相

談室まで行けるようになったというお子さんが全

部ではないんですが、ほとんどの子がそういうと

ころにつながっておりますので、この宿泊体験館

メープルの価値というものは非常に大きいものが

あると思っております。 

  ただ、やはりその利用実績という点につきまし

ては、今隣におります薄井所長とよく相談をいた

しまして、今後もっと整理して、より現実的なと

ころを改善していく。例えば職員数でありますと

か、勤務体制でありますとか、そういうことも含

めて今何とかもっと動きやすいようにしよう、子

どもたちにとってもっとよくするにはどうしたら

いいのかというようなことをこの夏から作戦を練

り始めたところでありますので、ぜひご期待いた

だければと思います。 

○伊藤委員長 質疑の途中ですが、ここで10分間の

休憩をとります。午後２時10分から再開します。 

 

休憩 午後 ２時０１分 
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再開 午後 ２時１０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を許します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 すみません、まだ途中だったんですみ

ません。 

  メープルさんは見学に行かせていただいて、す

ごくよくて、すばらしいところだったので、その

後一般質問もさせていただいて、せっかくあれだ

けの施設で、あれだけの職員の方が子どもたちに

手厚くかかわってくださっているので、本当に小

学生だけじゃもったいないなという思いがあった

んで、若者の自立支援にまで広げられないかとい

うことをあのときにたまたま提案したんですけれ

ども、市としてここの８月、この夏からいろいろ

考えていらっしゃるということですけれども、以

前教育長とお話ししたときには、さまざまな議員

が今まで何度も言ったんですけれども、なかなか

広がらない、利用が広げられないというお答えだ

ったんですが、市としてここの運営方法に対して

どのように考えているのか教えていただけたらと

思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 現在私どもは

メープルの運営規則にのっとって管理運営をさせ

ていただいているところであります。いろいろ検

討事項につきましては幾つか大きな問題があると

いうことは私どもも十分認識しておりますので、

委員のおっしゃることも含めながら見直しをさせ

ていただければというふうに考えております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 体験館のほうで関連で質問をいたしま

す。 

  決算なんで決算額について280ページ、整備事

業の工事請負費の耐震補強工事と関連で電気設備

工事で6,470万の減額が決算で計上されておりま

すが、この耐震補強工事については小中学校と同

じように国からの補助があるのかどうかお尋ねし

ます。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 少々お時間く

ださい。すみません。 

  係長にお願いします。 

○伊藤委員長 お願いします。 

○大森児童生徒係長 教育のほうではないんですが、

防災安全交付金というのが国庫補助３分の１出て

おります。 

○伊藤委員長 この決算書に載っていますか。市政

報告書に。 

  課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 23ページ、14

款国庫支出金の住宅費補助金、下のほうですけれ

ども、その中に宿泊体験館整備事業に充当という

部分がございますので、これに当たるかと思いま

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、これ290万なんですけれ

ども、３分の１というご答弁があったと思うんで

すが、その差異は何なんでしょう。もっとほかに

あるのかな。 

  時間が押してきてしまうので、後で調べた結果

お知らせください。 

○伊藤委員長 ほか。 

○藤村委員 この宿泊体験館以外はあるんですけれ

ども、宿泊体験館でもし関連があれば。 

○伊藤委員長 ほかでも結構です。 

○藤村委員 まだ続けてよろしいですか。すみませ

ん。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 297ページの中学生海外派遣研修事業

ですが、委託料が減ったということなんですけれ

ども、33万円委託料が減った具体的な内容はどう

いったものが減額になったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 この旅行手配

委託料につきましては、数社に対しまして見積も

りをとりまして、一番お安いところをとっている

わけなんですけれども、やはりその時々の社会情

勢というんでしょうか、そういうことによっても

かなり変動がございます。そういうことで昨年度

につきましては例年よりも１人当たりの料金が安

く抑えることができたと。それから、実はホーム

ステイの泊数を１泊ふやしたんですね。つまりホ

テルに泊まる費用を１日減らしたという経緯がご

ざいますので、その１泊分浮いたというのもあり

かと思います。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほか質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今の中学生海外派遣の上のマイチャレ

ンジについてです。参加した生徒が合計で1,150

人と集計されています。最近いわゆる消防署とか

図書館とか、そういう公的なところ多いんですが、

子どもさんたちが行く仕事というか、そういう場

所を探すのが大変になってきているのではないか

という感じがするんですが、何度か私、見ていて、

まちの事業者さんのところに行ってきているんで

すねというと、来ているんですよ、今うちはと、

結構あったんですが、町うちがちょっと少なくな

っているような気がするんですが、実態はどうな

んですか。あとは参加している中学生の人数がふ

えているのか、減っているのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 参加は1,150

人でありますが、中学校２年生全員を対象にして

おります。中には病気でありますとか不登校のお

子さんですとなかなか出られないのですが、でも、

不登校のお子さんであっても、このマイチャレン

ジだけはやりたいということで、１週間頑張って

職場体験をしているお子さんもいます。 

  受け入れてくださる事業所ですけれども、これ

につきましては、生涯学習課のほうで一括して市

内全域に受け入れていただける事業所はあります

かということで投げまして、じゃ、ことしも受け

入れますよというふうな回答をくださった業者を

一覧にしまして、それを各中学校に提供をしてお

ります。その中から子どもたちは選ぶということ

になります。ですので、かなりの事業所さんが協

力をしてくださっております。 

  ただし、子どもたちの意思を第一に考えており

ますので、ここ少ないから、あなたこっちに行き

なさいという指導はしていないかなと思います。

あくまでも子どもたちがここでやりたいという気

持ちを最大限に尊重しているものですから、人気

のあるところと、そうでないところが出てきてし

まっているというのは実際のところあるようです。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 行っている事業所数というのは全体で

どのぐらいあるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 後ほど回答さ

せてください。申しわけありません。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○伊藤委員長 ほか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 先ほどの総務課のほうでもお尋ねしま

した。総務課のほうでは給食費に関連して準要保



－133－ 

護、要保護について伺ったんですが、中身は学校

教育課ということなんで、改めて学校教育課のほ

うにお尋ねをいたします。 

  290ページ、小学校就学支援事業並びに293ペー

ジの中学校就学支援事業についてであります。扶

助費として3,300万、先ほどの説明では年々ふえ

ているということなんですが、27年度は小学校、

中学校何名まずふえたでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 まず、小学校

ですが、26年度のトータルが474人でありました。

それが27年度は515人に出しております。なお、

この数字ですけれども、準要保護と要保護を合わ

せた数字であります。 

  中学校です。中学校は平成26年度が323人、27

年度が381人、これも同じように準要保護と要保

護を合わせた数字であります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 実際これらに該当するための審査を行

っていると思うんですが、審査体制はどのような

体制で審査をしているかお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 保護者の方は

学校を通して学校教育課のほうに一式書類をご提

出いただいて、それを審査いたしまして認定、あ

るいは認定しないというような判断をさせていた

だいております。国の生活保護の基準、それの

1.3を掛けた収入ですね、それを目安といたしま

して認定をさせていただいているところでありま

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、審査なんですけれども、

学校から教育課のほうに上がってきて、教育課内

だけで審査するんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 収入につきま

しては私どものほうで申請された家族ですね、例

えば同居している中におじいちゃん、おばあちゃ

んもいれば、それも一つの収入ということですの

で、それは調べさせていただいておりますので、

厳密に所得金額については把握しております。 

  あとは例えば急に離婚を考えて、既に別居をし

ていると。そのときはまだ離婚をしておりません

ので、ご主人と奥様の収入を合わせたような形で

出てきてしまうのですが、その状況を考えて、実

質的に別居されているのであれば、その子のため

にはお母さんが収入が全くなくなってしまったん

ですというようなことで特別に認めることもあり

ます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ふえる割合というか、ふえる人数がど

んどんふえてきているように数字的には見られる

んですが、書類審査、特に収入については今答弁

があったような審査はしているんですが、その家

庭の実態調査というか、現場へ行って調査すると

か、そういったことはおやりになっていないんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課参事兼学校教育課長 それを補足す

るために学校を通して書類を出していただいてお

ります。その書類の中には学校から見たそのお子

さん、あるいは家庭の状況調査が入っております。

最後に校長先生の所見、この子はこういう子なの

で、経済的にこういう状況にあるのでという所見

をお書きいただきまして、それを受けて審査をし

ております。ですので、直接学校教育課の職員が

その家に行って様子を見てくるということはして

おりません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ちょっとこの席では話しづらいことが
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あるので、暫時休憩をお願いします。 

○伊藤委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時２８分 

 

○伊藤委員長 それでは、暫時休憩を解きます。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃ、この金額は出ているからいいで

す。わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで植木監査委員の入室を許します。 

〔植木監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 学校教育課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○伊藤委員長 ただいまから生涯学習課所管の福祉

教育常任委員会審査を行います。 

  生涯学習課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第62号 那須塩原市文化財保護

条例の一部改正についてを議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 （議案第62号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案に対する討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第62号 那須塩原市文化財保護条例の一部

改正についてを原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第62号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）審査に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）審査に

切りかえます。 

  ここで植木監査委員の退室を許します。 

〔植木監査委員退室〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

 

再開 午後 ２時４２分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  ここで10分間の休憩をとります。 

  ３時15分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  藤村委員。 

○藤村委員 まず、301ページの一番下にあります

なすしおばらまなび博覧会の参加人数について、

物すごくふえて、昨年は3,800で、ことしは7,100

ということで大幅にふえて、一定の認知ができた

というお答えだったんですけれども、例えば周知

の仕方を変えたとか、何か大幅に工夫した点があ

ってこれが変わったんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 なすしおばらまなび博覧会に

つきましては、やはり参加者の多くは、児童生徒

作品展を見に来ている親子連れの方が多いですの

で、学校へのチラシを全て配布したというような

ことと、やっぱりある程度市民の方もやっている

ことを認識していただけたものと考えております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 まなび博としてたくさん市民団体も参

加していると思うんですけれども、工夫している

点ですか、なかなか、市のいろんなこういう、例

えば環境展のように大きく人数がふえないところ

もあるんですけれども、何か特別に工夫している

点があれば教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 環境管理課等の事業で、気象

予報士の森田さんが来た部分につきましては問い

合わせも非常に多く、それを目当てに来てくれた

方もおりますので、生涯学習の分野だけではなく、

ほかの分野で生涯学習に関係するような分野のも

のも取り入れていければ、さらに参加者数がふえ

るものと考えております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 やっぱり目玉が必要だということで、

よくわかりました。 

  次、321ページの三島公民館の駐車場の用地の

件なんですが、物すごく立派な駐車場ができてお

りますけれども、あそこは全体を平米で割ったら

その単価になるんでしょうか。その広げたところ

と、手前のもともとのところは、あれは借地だっ

たのか、私はよくわからないんですけれども、ち

ょっとこの金額の内訳を教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 既存の借地の部分につきまし

ては、公民館に入りまして一番奥の部分で、そち

らの借地料は、こちらは年額で139万5,600円にな

っております。新たに整備したものは、こちらに

つきましては、契約が10月からということで179
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万3,436円、こちらは半年の金額となっておりま

す。既存の借地の部分は2,326㎡で、新たに借地

をした部分が4,981.78㎡、こちらで単価を掛けた

ものであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 すみません、私、ちょっと暗算できな

いので、㎡当たりの単価を比較して教えていただ

けますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 既存の部分につきましては平

米50円、新たに借地したものにつきましては平米

60円で積算したものであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 去年説明を受けたとき、58円と聞いた

ような、私、メモが書いてあったんですけれども、

最初から60円でしたっけ。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 10月１日契約ということです

ので、半年分でこの計算です。 

○藤村委員 平米単価の話なんですけれども。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、私のメモは、もしかしたら関係

ないのかもわからないので、この平米単価の差は、

これは妥当なものなんでしょうか、お聞きいたし

ます。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 新しい駐車場の敷地につきま

しては、市道に接している部分がありますので、

奥の部分は、進入路がない土地になっております

ので、駐車場からしか、既存の駐車場から入って

いくだけの土地になっておりますので、そのよう

な積算になっております。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 304ページです。 

  コミュニティ活動費の中の自治総合センター一

般コミュニティ助成事業の中で、27年度は中央地

区コミュニティが助成対象になって、50万の助成

があったということなんですが、この内容をお聞

かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 中央地区コミュニティで購入

したものにつきましては、和机、それからテント、

それから音響機器等であります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 27年度は、そのほかの地区コミュニテ

ィから申請が何件あって、不採用になった内容が

わかったら教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 ほかの不採択の地区は４地区

になりますけれども、三島地区、それから東那須

野地区、それから東原地区、それと狩野地区。狩

野地区については申請が150万円で、ほかは250万

円で、合わせて900万円ということで、こちらは

３月補正で減額しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今後のコミュニティ活動の参考のため

に、この不採用になった内容はわかりますか。わ

かったら教えていただきたいです。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちらは、国のほうの自治総

合センターで、採択、不採択を決めているもので、

こちらについて理由等の説明はございません。し

かしながら、ここ数年は、１地区、あるいは２地

区というような採択になっております。考えられ

るものとしましては、東日本大震災、それ以降、

そういう地区を優先的にということで、場合によ

っては、来年度は、熊本に地震がありましたので、
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やはりそういう地区を優先的にという選定基準が

あるのかなというふうな推測はしているところで

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 申請の、三島なら三島の中身というの

はわかりますか。不採用になったんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 不採用になった地区の申請し

た備品等については、ちょっと手持ちは持ってお

りません。申しわけありません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 後で聞きに伺います。 

○伊藤委員長 そのほか質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案に対する討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点がございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

  ここで植木監査委員の入室を許します。 

〔植木監査委員入室〕 

○伊藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２２分 

 

再開 午後 ３時２３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 生涯学習課の皆さんから何かござい

ますか。 

  部長。 

○伴内教育部長 生涯学習課のということではあり

ませんが、先ほどの学校教育課で答弁を保留して

いた案件２件についてご説明をさせていただきま

す。 

  まず、市政報告書301ページをごらんいただき

たいと思います。 

  中学生の職場体験のマイチャレンジの関係なん

ですが、実際に対応していただいた事業所の数と

いうことでご質問がありました。301ページの一

番下の表の中に、マイチャレンジ支援ということ

で、受け入れ事業調査、情報の提供ということで

288カ所を登録させていただき、子どもたちの希

望を優先しながら、この中から1,100名程度の体

験を行ったというのが１件でございます。 

  それと、また戻っていただきまして、280ペー

ジをお開きいただきたいんですが、10款１項４目

の一番上の宿泊体験館整備事業6,400万ほどの事

業費に対して、いわゆる国の交付金が幾らであっ

たかということでご質問がありました。 

  歳入の23ページのほうに、14款２項３目の土木
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費国庫補助金の下から２つ目の枠ですね、住宅費

補助金、防災安全交付金の建築物の下から３段目

ですか、宿泊体験館整備事業に充当ということで

290万7,000円、こちらに歳入を見ておりますが、

３分の１という説明の中で290万と6,000万、合わ

ないだろうというお話だったと思うんですが、そ

の辺、ちょっと確認をとらせていただきました。 

  国の補助金の積算の中で、一定の件数というも

のがかけられておりまして、今回の宿泊体験館の

補助対象となる事業費が870万ということで、国

の基準で合わせるとその額にしかなりません。そ

れの３分の１ということで、実際に歳入での290

万7,000円ということになりますので、総事業費

に対しては、全体的には相当割合が落ちてしまう

というような、特に文科省の事業はそういったケ

ースが非常に多いという状況でございます。 

  補足説明ということで、以上です。 

○伊藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時２６分 

 

再開 午後 ３時２８分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課について

審査を行いますが、スポーツ振興課については福

祉教育常任委員会に対する付託案件がありません

ので、予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ、

審査を行います。 

  スポーツ振興課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明は終わりましたので、質疑を許

します。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 10ページのスポーツ振興事業、報償金

について、全国・関東大会出場の激励費という説

明がありました。これは本市において規定がある

と思うんですけれども、ちょっと忘れちゃったの

で、その規定だけ教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 この激励費につきまして

は、基本的には市内在住者ということが対象にな

ります。激励費の金額ですけれども、関東大会が

5,000円、それから全国大会が１万円ということ

で支給してございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これは金額はわかったんですが、対象

人数というのは、チームとか団体とか個人がある

と思うんですが、何名ぐらいまで対象になるんで

しょうか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 団体におきましては、例

えば野球とかソフトボール、登録人数があるかと

思うのですが、その大会の要綱によった登録人数

分については支給してございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、登録、同じ学年で登録に

漏れた、例えば野球だったら18名で、３年生が20

名いた、その２名は該当にならないということに

なっちゃうんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 おっしゃるとおりでござ

います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 要望になっちゃうからやめる。わかり

ました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点がございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論はないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  ここで植木監査委員の退室を許します。 

〔植木監査委員退室〕 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）審査に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 341ページのシルバースポーツ事業、

50事業なんですが、ちょっと予算では290万だっ

たと思うんですが、実際、これは150万円の決算

になっているんですが、どういうふうに多く予算

を考えておられたんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 シルバースポーツ事業の

この報酬の非常勤職員の報酬、スポーツ推進委員

さんの報酬というものがあるわけでございますが、

こちらの報酬を当初、全員受けるという見込みで

当初予算を立てていたわけなんですが、実際には

全員はなかなか受けられなかったというところの

部分の、予算がかからなかったというところでご

ざいます。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 何人見込まれていたんですか。 

○伊藤委員長 はい。 

○後藤スポーツ振興課長 一応、当初44名を見込ん

で予算を計上しております。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 340ページ、スポーツ団体育成事業の

枠の中の一番下、全日本自転車競技選手権大会で

200万が決算されております。この200万を投入し

ての効果というのはどういう効果があったか、把

握していたらお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 昨年度、初めて全日本レ

ベルの自転車大会が那須町と那須塩原、本市にお

いて行われたわけなんですが、那須塩原市におい

ては、コース的にはほんの一部分だったんですけ

れども、現在、栃木県でもことし「ツール・ド・

とちぎ」、それから先ほどの全日本選手権と、那

須地区においてもプロのチームがあるということ

で、自転車レースにつきましては、自転車スポー

ツについて、県の主催ということで取り組んでい

たわけでございます。 

  市民に対しては、一部といいますか、自転車ス

ポーツはこういうものであるということで、ご観

覧いただいたということの効果はあるかと思いま

す。 

  以上です。 

○磯飛委員 はい、結構です。 

○伊藤委員長 ほかに質問。 

  相馬委員。 

○相馬委員 同じくその自転車の件なんですが、自

転車の選手たちは結構、板室温泉に宿泊している

んです。そういったことも含めまして、この件に

ついては、これから那須塩原市にとっても大変有

意義ではないのかなと私も思っております。 

  そういう意味で、次年度に対して、これからも

これは進めていってほしいと、それが１点と。 

  もう一ついいですか。 

○伊藤委員長 はい。 

○相馬委員 全体的、トータル的に見て、体育施設

の管理運営等々について、おおむね前年度から見

ると決算額が上回っているというのが多いですが、

今後もそのような状況が続くのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 スポーツ施設につきまし

ては、委員さんもご存じのように、スポーツ施設

整備計画というものに基づきまして、今、実施を

しているところでございますけれども、これから

６年後に栃木国体がございます。それに向けての

市所有の体育施設を使う種目が２種目ございます

ので、その整備もございますので、体育施設の整

備については、これからも整備的には多くなって

くるのかなというふうには予想されます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、当初予算で以前聞いたこと

があるかと思いますが、341ページの体育施設管

理運営事業の中の東小屋の運動場の用地というの

がありますよね。１万4,952㎡、前回もお話しし

たんですが、私が知る限り、確かに土日は使用し

ているんですが、この時期、草ぼうぼうで全然管

理されていない。そういったことから比べて361

万五千何がしの借地料を払っているわけですが、

使用日数、あるいは人数、あるいはどのような種

目をやっているのか、あるいは結果的に言うとこ

んなに広さが必要なのかなというふうに考えてい

ます。ちょっと答弁をお願いいたします。 

○伊藤委員長 課長。 
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○後藤スポーツ振興課長 東小屋運動場につきまし

ては、27年度の実績でございますけれども、年間

１万4,793人、ご利用されております。日数的に

は258日ということでございます。こちらの利用

受け付けについては、東那須野公民館にやってい

ただいているところなんですが、地元の方のグラ

ウンドゴルフ、それからソフトボール等で利用さ

れているということで、スポーツ振興課では認識

しております。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 それでは、345ページの三島体育セン

ター整備事業、75事業の予算では793万5,000円の

中で、排水改良工事219万円で終了されていると

いうことで決算で出ているんですが、どうしてこ

んなに500万円も減額になったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 これは、当初、野球連盟

と関係団体、利用団体と打ち合わせした際には、

グラウンド全体を改良しなければならないという

見込みで予算計上してしまいまして、再度、何回

か現場で打ち合わせした中で、ベンチサイド、ベ

ンチの前だけの改良で大丈夫だろうということに

なりまして、こちらの最終的な金額になったとい

うことでございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そういうことで、見直した結果、500

万円減額になった中での工事ということで、いい

んじゃないかと思うんですが、これによって排水

関係が、この問題が起きるということはないです

ね。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 昨年の工事からにつきま

しては、問題は特にございません。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 続きまして、その下の塩原運動公園の

関谷南公園管理運営事業、80事業ですが、これも

当初予算で2,673万円計上されていたのが、今回、

半額の決算になっておりますが、前のを見ますと、

申請のときに遊具関係が1,300万で予算を計上し

ていたものが、さっきの課長の説明で、何ら説明

がなかったので、どういう結果でこれがなくなっ

たかご説明ください。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 申しわけございません。

当初、工事請負費として1,300万からの予算がご

ざいましたけれども、こちらは公園側の長寿命化

計画というものがございまして、こちらが都市整

備の所管でやっているものでございまして、こち

らのお金が実際にはつかなかったというところで、

基本的には12月補正で減額をさせていただいたと

いうところでございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。 

  じゃ、将来的には公園の長寿命化の中で、都市

整備の中で対応するということでよろしいですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 引き続き、予算は計上し

たいと思います。 

○中村委員 はい、了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 342ページ、10款教育費の体育施設費

の中で、くろいそ運動場の中にエアライフル射撃

場がゼロになっているんですけれども、この内訳

か内容を聞かせてもらいたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 今、くろいそ運動場の体

育館の横に射撃場というものがございますけれど

も、現在、射撃場としての、以前は年に１回ぐら
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い、講習を受けるための方がおったわけなんです

けれども、現在、実績として誰もいらっしゃらな

いということの実績でございます。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 これ、またとめられちゃうかもしれな

いけれども…… 

〔「聞くだけ聞いて」と言う人あり〕 

○若松委員 エアライフルということで、今、大変、

行く方がいるみたいなんですよ。やっていないか

らだめなんだよと、その理由を聞いてこいという

ことなので、なぜそんなことを言うかというと、

これは有害駆除に関しています。空気銃を持つ方

が物すごくふえちゃって、ここでやらないと、と

んでもなく遠いところまで行かなくちゃならない

という方の要望もあるので、もしできたら復活し

てもらいたいなということ、要望で申しわけない

んだけれども。前にも言ったことはあるの。 

〔「申し込みがないんじゃないのか」と言

う人あり〕 

○若松委員 いや、あるんですけれども、だって、

やっていないということで来ないの。 

○伊藤委員長 若松委員、これは要望ですか。 

○若松委員 だから、とめてもいいけれども、前に

も言っておいたんだけれども、ゼロになっている

から、検討しますと言っていたんですけれども、

それを聞いただけということです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  ここで10分間休憩をいたします。 

  ４時10分から再開いたします。 

 

休憩 午後 ４時０２分 

 

再開 午後 ４時０７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

  ただいま質疑が終了しましたので、それでは、

本議案について討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで、植木監査委員の入室を許します。 

〔植木監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 （特別激励賞と市長特別賞の取り扱い

について。） 

○伊藤委員長 ほかに。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 （国体の馬術競技会場改修に対する補

助について） 

○伊藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから何かご

ざいますか。 



－144－ 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （くろいそ運動場野球場

改築工事について） 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  教育部の今定例会における審査は終了となりま

すが、教育部全体として何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。お疲れさまでした。 

  執行部退席のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時２４分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○伊藤委員長 以上で、本日の委員会日程は終了い

たしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時２４分 
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福祉教育常任委員会、予算常任委員会（第二分科会） 
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書 記 長  岡  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 
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    ・議案第５２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第５３号 平成２８年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

    ・議案第５４号 平成２８年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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   〔社会福祉課〕 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 
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開会 午前 ９時５６分 

 

◎開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さんおはようございます。 

  ちょっと早いですが、始まります、全員そろい

ましたので。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  以降、着座のままで進行をさせていただきます。 

  まず初めに、当常任委員会に傍聴希望者がおり

ます。議会基本条例第７条により、議会の会議は

公開を原則としておりますので、よって、当常任

委員会では、本条例に基づき、これを認めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁保留の答弁 

○伊藤委員長 ここで、高久保育課長から発言があ

ります。 

  高久課長。 

○高久保育課長 12日の本常任委員会におきまして、

磯飛委員からご質問がございました。それに関し

まして、ただいまから資料を配付させていただき

まして答弁をさせていただきたいと思います。 

〔資料配付〕 

○高久保育課長 それでは、資料に従いまして説明

をさせていただきたいと思います。 

  磯飛委員からは２点、ご質問がございました。 

  広域入所ですね。認可保育園等に関する広域入

所の人数についてでございました。もう１点が、

１歳児担当保育士増員事業についてのご質問でご

ざいました。 

  まず、広域の人数につきましてご説明いたしま

す。 

  市政報告書は145ページから146ページにかけて

でございます。それぞれ委託人数……、すみませ

ん。145から146は委託のほうになってございます。 

  人数につきまして、３年間分の委託の実人数、

それの内訳ですね。公立の保育所、それから私立

の保育所、認定こども園、小規模事業所という形

での内訳をこのようにまとめてございます。 

  あと右側のほうが受託実人数でございます。こ

ちらのほうは、それぞれの休日についての歳入が

ございますが、省かせていただきます。 

  この広域の受託、委託関係は、受託、委託の協

議というものがございまして、保育認定部分、２

号、３号についてのみ行われるものでございます。

ただ、145ページからの広域利用の委託料につき

ましては、認定こども園、幼稚園に関しまして、

１号教育部分ですね。従来の幼稚園での教育とい

うものなんですけれども、この部分がございまし

て、実際の施設数が６施設、認定こども園と幼稚

園がございますが、その中で、２号、３号、保育

の部分での２号、３号につきましては２名という

ことになってございまして、施設数と合わないと

いうことはありますが、あくまでも広域の協議は

この人数ですということでお話しさせていただき

たいと思います。 

  続けてよろしいですか。 

  それから、資料の下の段の１歳児担当保育士増

員事業でございます。この補助金は県補助金でご

ざいますが、その県の補助金が２分の１というこ

とになってございまして、残りの２分の１が市の

負担ということで、補助金を民間の保育施設に交

付しているものでございます。 

  １歳児のクラスに通常国の最低基準では１対６、

保育士１人に対して児童が６人という形での最低

基準というのがございます。そちらをおおよそに

なってしまうかと思うんですが、１対３に手厚く、

国の最低基準よりも手厚く保育士を配置した場合

に、補助対象となるという制度でございまして、
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その補助金の算定といいますか、補助金の額の決

め方ですね、そちらについて説明をさせていただ

きたいと思います。 

  まず、この補助金を交付しております園が４園

ございます。それぞれ表の左側、園名の次ですね。

現保育士数、月平均ということで、ほし保育園

23.3人、こひつじ18.0人という形になってござい

ます。こちらは、実際に保育園で雇用しておりま

す保育士の常勤換算をいたします。その人数でご

ざいます。週40時間ということは、５日間で８時

間という形になるかと思うんですけれども、常勤

換算した人数がそれぞれ載ってございます。 

  そこから公定価格でもって加算の対象となって

いる保育士、それから補助金の対象となっている

保育士、こういったものを除いた分が左側に載っ

てございます。 

  その次、右の要保育士数ということでございま

すけれども、こちらが実際に……。 

  大変失礼しました。申しわけございません。 

  最初に言いました現保育士数というところなん

ですが、補助金対象とかを考えないで、実際に配

置されている保育士数でございます。常勤換算し

た保育士でございます。 

  その次の要保育士数というところでございます

が、こちらに実際の国の最低基準で必要な保育士、

それから先ほど申し上げました公定価格での加算

保育士だとか、補助対象の保育士をプラスして出

した要保育士数でございます。ＡからＢを引いた

のが、実際に多い保育士の配置になってございま

す。こちらは月平均でございまして、これを年間

の延べに直します。１のところを12倍するわけで

ございますが、その人数でもって、一番下に補助

額一覧という欄がございまして、その人数区分の

ところに対応する補助額というところが補助金の

額として交付される額になってございます。 

  ということで、保育士を増員しても、その分に

ついて児童を多く受け入れるのではなくて、より

手厚い保育を実施するための保育士増員に関する

賃金等の経費に対しての補助事業ということにな

ってございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ここで、高久保育課長の退席を許し

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  本日は保健福祉部の審査を行います。 

  本日も慎重なる審査をお願いいたしますととも

に、円滑な進行にご協力くださいますようお願い

申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○伊藤委員長 それでは、ただいまから保健福祉部

の審査を始めます。 

  初めに、菊地保健福祉部長のご挨拶をいただき

ます。 

○菊地保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課について審査

を行いますが、健康増進課については、福祉教育
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常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ、審査

を行います。 

  健康増進課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申しあげます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第二分科会）を決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえ、審査を行います。 

  ここで植木監査委員の退室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時１１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 何点かございます。 

  159ページ、２款１項１目の保健衛生総務費の

中で、ちょっと私が聞き漏らしたのかもわからな

いんですが、わからないのでちょっと教えてくだ

さい。 

  補助金と交付金の違いは何なんでしょうか。こ

れお聞きしてもいいですか、ちょっと。 
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○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 補助金というものと交付金と

いうものの性質の違いということ……。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この補助金は、毎年ありましたか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 この公的病院等支援補助金と

いうのは、平成27年度から新たに支出をしたもの

でございます。 

  その支出の内訳、支出先などは先ほどご説明を

させていただいたとおりでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 新しいものということで、わかりまし

た。 

  次に、160ページの健康づくり推進事業ですが、

予算の段階では2,585万9,000円だったと思うんで

すけれども、実際これが470万ぐらい少なく済ん

だ理由は何でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 この健康づくり推進事業の中

で、予算との比較で一番大きいものは、需用費に

おけます医薬材料費、フッ化物塗布用医薬品の金

額が、予算どりと比べましておよそ100万円ほど

支出金額が減少しているというのが一番大きいと

ころでございます。そのほかは、委託料の金額が、

こちらも大体100万円ほど、トータルで下がって

いるというところでございます。 

  まず、委託料につきましては、30歳、35歳、節

目健康診査、こういったものの受診者の多い、少

ないで金額が変わってしまうということがあると

いうこと、また、医薬材料費につきましても、入

札の結果で当初予算での見込みと違って安く購入

することができたというようなことが主な要因だ

と考えております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 次、165ページです。 

  健康教育状況ということで一番下の表ですが、

母親学級の参加者が昨年に比べて大きく減ってい

るようなんですが、これは何か理由があるんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 すみません。担当している者

の感触、実際に来られなかった理由を調査するす

べがないものですから、感触というようなことで

の回答になってしまいますが、就労なさっている

妊婦さんが随分ふえたというような印象を持って

いるということ、要はそういったことで、母親学

級は平日開催となりますので、そういった形で、

参加するのがなかなか難しいとか、あとは母親学

級に参加する方は基本的に最初のお子さんを妊娠

された方が多いので、例えばそういった年によっ

て、２番目、３番目を産む方が多いとか少ないと

かということも一つあるのかなという推測はでき

ます。申しわけございません。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 126ページ、健康長寿センター管理運

営事業費の中から質疑をいたします。 

  まず、冷温水発生機（Ｎｏ.2）のオーバーホー

ルの中で、まずこの発生機というものはどういう

ものかお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 冷温水発生機というものは、

長寿センターの空調設備の一つでございまして、

この冷温水発生機によって、その館内の空調の熱

をとったり、熱を出したりというようなことをや

る機械というふうに聞いております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 （Ｎｏ.2）をオーバーホール430万、
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その下に（Ｎｏ.1）の更新とあるんですが、これ

は（Ｎｏ.1）、（Ｎｏ.2）の２台あるということ

の解釈でよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 議員おっしゃるとおり、長寿

センターには２台の冷温水発生機がございます。

２台を稼働することによって、安定した稼働にな

るというようなことでございますが、その前年に

１号機のほうが壊れて、今回は、昨年度、こちら

１号機については新品と更新という形で、また

（Ｎｏ.2）のほうも同じだけの年数がたっており

ますので、これを全てオーバーホールして、さら

に使用に耐えるように修繕といいますか、リペア

をしたというところでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 新品にかえると2,900万もかかるとい

う、結構高額な機器になっている。その中で、未

然にオーバーホールして長寿命化を図るというこ

との事業というか、という解釈でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 委員お見込みのとおりでござ

います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 はい、わかりました。 

  同じ長寿センター管理運営事業の中で、温泉井

孔内調査業務、この内容をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 まずこちらは温泉の井戸とい

うことで、一応温泉井孔内調査業務というような

読み方をしているところでございます。 

  まず、この温泉井孔内調査というものはいかな

るものかといいますと、温泉の井戸の中にカメラ

を入れまして、温泉の井戸の内部がどのような状

態かを調査をしたものでございます。 

  と申しますのは、今年度、28年度に温泉井しゅ

んせつ工事という工事をこの長寿センターでは既

に実施をしておりまして、それを効率的に行うた

めに、前年度この温泉井孔内調査業務を移行しま

して、汚れの状況、スケールのつき方の状況を昨

年のうちに把握をした上で、今年度の工事に臨ん

だというような次第でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  次です。159ページ、保健衛生総務費の中で補

助金、公的病院等支援ということで１億200万か

らの補助金を出しているわけなんですが、これは

先ほどの説明の中で、２市１町の利用者数による

案分計算ということで、利用者数は何名いたか把

握していますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 申しわけございません。今、

ちょっと手持ち資料の中に数字がございませんの

で、改めてご質問にお答えするというような形で

よろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 では、一緒に調べておいていただきた

いんですが、これは人数だけの案分か、それとも

医療費にかかったものも換算されているのか、そ

こらも一緒に調べてください。 

  ついでに、２市１町ということで、本市からは

外れるんですが、大田原市、那須町の補助金、負

担金とかそういったものも、わかればで結構です

ので、参考のために調べてお聞かせください。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 163ページなんですが、予防接種事業

の30事業、当初予算で３億6,400万計上されてお

りまして、実際に３億1,000万で上がっていると

いうことでございまして、この減額になった理由



－153－ 

等をお聞かせいただきたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 予算策定時につきましては、

その年度年度で対象となる人が、もちろん100％

接種をするというような見込みで予算を立ててお

ります。 

  ただ一方で、現実的な接種者は100％にはなか

なか届かないということはありまして、そういっ

たものでの差があるということが要因かと考えて

おります。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今の答弁ですと、平成27年度はこのぐ

らいの予防接種の人間が受けるだろうという推察

をしながら、予測をして立てて、例えば３億三千

何百万という設定をされたのに、実際には接種を

受けた方が少なかったんで２億9,200万円で上が

ったという解釈でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 議員おっしゃるとおり、我々

の見込みよりも少ない接種者であったというよう

なことだと思っております。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、インフルエンザとか、

そういったものが非常に少なかったので、予防接

種を受けなくても済んだというものもあるのかと

思いますし、また、予防接種を受けてくださいよ

という啓発活動をしているにもかかわらず、受け

られるべき人が受けに来ないという解釈、ちょっ

とそんなものも詳しく聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 予防接種につきましては、こ

ちらの表にもあるとおり、かなり多くの予防接種

の種類がございます。この予防接種ごとに接種を

受けられる、受ける対象となる年代の幅というも

のもいろいろあります。 

  その中には、一定期間の中で、何回か連続して

受けなければならないとか、間にかなりの年数を

置いて受けなければならないとか、いろいろなも

のがあります。 

  その中で、ご自分の考えで受けないという人も

もちろんいらっしゃるでしょうし、うっかり忘れ

てしまったという方もいらっしゃるとは思います。 

  ただ、我々としましては、その一定の期間内に

接種をしていただくというようなことで、未接種

の方に対しましては接種を促すような通知である

とか、周知をしております。できるだけ私どもと

しても、接種率を上げていきたいということで毎

年取り組んでいるところでございます。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 予算を組んで、それから非常に金額が

かからないぐらいに、支出がないということは、

いいことといえばいいことかもしれませんが、長

期的に見ると、予防接種をしなかったために病気

になる方がふえてしまった、医療費が高額になっ

ていくおそれもあるので、そういった意味におい

ては、安く上がったからといって安心することは

できないこの事業ではないかと思っておりますの

で、しっかりと受診をするようにとか、予防接種

を受けるようにとそういった予防策は、こういっ

た現状を踏まえてどんなことを考えているか、ち

ょっと聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 もちろんその対象となる年の

方々には個別の通知は今現在も送っております。

そのほか、広報等の活用によって、こういった予

防接種を受けられます、受けてくださいというよ

うな働きかけもしております。それによって、議

員おっしゃるとおり、少しでも接種者が上がる、

要は、ひいてはこういった病気にかかる人が少な

くなるということを目指して、私ども毎年やって
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いるところでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 158ページ、委託料の真ん中から下の

ほうに社会保障・税番号制度の基幹システムの改

修業務というのは既にこれ終わっているというこ

となんでしょうけれども、今言った要望とか、そ

れに使うためのシステムということでよろしいん

でしょうか。この制度の改修はもう大体終わった

と、全て終わったという理解でいいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 委員のご質問にありますこち

らの社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム

改修業務というものは、マイナンバー導入に絡ん

だシステムの改修というものでございます。 

  私どもは、健康関係の基幹系システムを持って

おりますので、そちらにマイナンバーを導入する

ためのシステム改修費というような費用になって

おります。 

  その意味であれば、改修そのものは27年度、28

年度の２カ年で実施をしております。また、こち

らが国庫補助事業となっておりますので、こちら

の金額は歳入もございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 一応改修は終わったと、27年度分は。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 27、28ということでございま

すので、今年度も改修作業はあるということでご

ざいます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 28年度もあるということなので、28年

度、国のほうで新たに300億円を投じて改修をす

ると、全般的な。その中にその28年度分が入って

いるのかどうなのか。 

○伊藤委員長 髙久委員に申し上げます。 

  それは、その他のところで質疑していただきた

いと思います。 

○髙久委員 了解。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ありません。結構です。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございますか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 先ほどから126ページの健康長寿

センターの整備事業の件なんですけれども、冷温

水発生機（Ｎｏ.1）更新、また、（Ｎｏ.2）も今

修繕に出ているんですけれども、更新ということ

は、何年に一回変えていくというか、機械の状態

によってあれなんでしょうけれども、そういう意

味でとって大丈夫ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 こちらの冷温水発生機は長寿

センターを建設した当時から設置をしている機械、

空調設備でございますので、やはり、必須といい

ますか、根幹をなしているものでございますので、

一旦交換となるとこういう3,000万近くお金がか

かってしまうということもありますので、基本的

にはメンテナンスを定期的に行って、長もちして

使っていくというのが基本なんですが、今回更新

に至った理由というのは、修繕がきかないほど壊

れてしまったということがございまして、昨年度

予算どりをして、更新工事を行ったというような

次第でございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  平山委員。 

○平山副委員長 160ページで、健康づくり推進事

業の30歳、35歳の節目健診の結果があるんですけ

れども、これまでのやっぱり人数が減ったために

委託料も減ったということで、ここに受診回数、

受診人数を挙げているんですけれども、30歳、35

歳節目健診の対象者の人数と、またそれの受診率
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を教えていただきたいと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 30歳、35歳節目健診の対象者、

27年度につきましては、30歳の方が2,873名に対

しまして287名の受診。 

〔「30歳」「これ両方足していいんです

か」「足すんです」と言う人あり〕 

○田代健康増進課長 ごめんなさい、言い方が変で

した。すみません。 

  27年度の対象は5,625人でございます。受診者

数が435名でございます。 

〔発言する者あり〕 

○田代健康増進課長 委員長、すみません。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 重ね重ねちょっと申しわけご

ざいません。 

  受診者数は440名でございます。 

○伊藤委員長 はい。 

○平山副委員長 それはこの表に、161ページに出

ているんですけれども、30歳、35歳の受けなきゃ

ならない本当の…… 

〔「5,600人」と言う人あり〕 

○平山副委員長 それが5,625人ということで…… 

〔「はい」と言う人あり〕 

○平山副委員長 30歳、35歳含めて5,625人ですね、

27年度は。 

○田代健康増進課長 はい。 

○平山副委員長 それで、相談に来られた方は、こ

の中の、ここにも出ているんですけれども、大体

１割の方しか受診されていないという計算でいい

ですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 議員おっしゃるとおり、その

ような結果でございます。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山副委員長 その下の骨粗しょう症ですか、こ

れはまた別の人数なんですか。別ですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 こちらの骨粗しょう症検診は、

30歳、35歳節目健診と同日に行っておりますが、

対象では女性のみとなっておりますので、人数が

30歳、35歳節目健診とはちょっと異なっていると

いうようなものでございます。 

○平山副委員長 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものにすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第４号 平成27年度那須
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塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （認定第４号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 昨年、受診率が38.3％とお聞きしたん

ですけれども、今年の……。ごめんなさい、372

ページの特定健康診査実施状況ですが、27年度は

何パーセントだったでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 平成27年度の特定健診の受診

率は38.6％でございます。 

  昨年度が38.3％でございますので、0.3％ほど

上昇をしているということでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 同じく特定健診の中の委託料なんです

けれども、特定健診特定保健指導で8,800万と結

構かかっているんですけれども、下の利用者から

いくと、何か非常に高額だなと感じるんですけれ

ども、まず特定健診の１人当たりの健診料という

のは幾らになっていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 予算どりをした際の金額でご

ざいます。集団健診における１人当たりの単価は

6,500円を、個別健診につきましては１万200円と

いう金額で見込んでおります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 委員長、申しわけございませ

ん。追加でよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○田代健康増進課長 申しわけございません。今の

は特定健診そのものの単価でございまして、この

委員ご指摘の委託料の中には、特定健診後の特定

保健指導に係る費用も含めております。 

  特定保健指導につきましては、動機づけ支援と

積極的支援と、検査結果によって支援の方法が違

うんですが、動機づけ支援につきましては、１人

１万800円を、積極的支援は３万2,400円という金

額になっておりますので、それぞれ単価が異なっ

ていると。これらの合計の委託料が、この8,800

何がしというような数値になっているところでご

ざいます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 この料金設定は、これを推奨している

国のほうの設定なのか、あるいは本市がこの健診

先との料金設定になって……、どういう決め方を

しているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代健康増進課長 委託先からの見積金額をもと

に算出している金額が、先ほどお話しした金額と

いうことでございますので、国からこの金額を使

えというようなことではないと理解をしておりま

す。 

○磯飛委員 はい、わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員、よろしいですか。 

○磯飛委員 はい、いいです。 

○伊藤委員長 ほか質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第４号 平成27年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを原案のと

おり認定すべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第４号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで植木監査委員の入室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５６分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （健康長寿センターの温泉井改修工事

の状況と今後の展開について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか、ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 （健康長寿センターの冷温水発生機の

今後について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （放射能被ばく検査の今後について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか、ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 じゃ、ないので、それじゃ健康増進

課の皆さんから何かございますか。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （子どもと甲状腺のセミナー

開催結果について） 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため、10分間の休憩をとり

ます。 

  11時20分から再開いたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○伊藤委員長 国保年金課について審査を行います

が、国保年金課については福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第２分科会）に切りかえ、審査を行います。 

  国保年金課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 それでは、議案第52号 平成28年度

那須塩原市一般会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５３号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第53号 平成28年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第53号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 13ページの下のほう、財政調整基金で

す。これ約９億円取り崩して、間に合ったので８

億円は戻したよという説明で受けとめたんですが、

それでいいんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 当初予算においては不足す

る額を９億円ということで予算を計上してござい

ましたが、今回繰越金が生ずることに伴いまして、

基金取り崩しをできるだけ少なくし、基金を蓄え

るという予算を組んだものでございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 非常に医療費もかさむということでこ

ういう予算を組んだんだと思うんですが、結果的

に９億取り崩していて８億戻す、基金を残すんだ

という趣旨はわかったんですが、ただ最初から９

億取り崩す必要があったのかというのはどうなん

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 基金の９億につきましては、

当初予算を策定する際に歳出で不足する分を歳入

財源を見出さなくてはいけませんでしたので、そ

の際に、９億の基金を取り崩すという予算組みを

させていただいたところです。 
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○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ３月に組んで９月の補正ですよね。た

った６カ月の間にということで、やっぱり最初の

見込みが簡単に言っちゃうと甘かったのかなとい

う感じを私はするんですが、全体から見れば163

億の予算ですが、そういう金額から見てどうなん

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 昨年度の11月に27年度の医

療費の伸びの見込みというものを想定して予算の

ほうは組み立てたところでございますが、結果と

して冬場の医療費の伸びが私たちの想定よりも少

し抑えられたということがございまして、いわゆ

る繰り越しが想定よりも多くなったということで

ございます。そのために、この繰り越しを効果よ

く、効率よく運用するために、再度基金のほうの

取り崩しを起こす作業を行ったところでございま

す。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 想定していた医療費というのはインフ

ルエンザ関係の見込みということで、私の勝手な

見込みですが、いいんでしょうか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○岩崎国保年金課長補佐 お答えします。 

  伸び率としましては、インフルエンザのほうの

傾向は昨年度の傾向としましては長い期間の間で

行っていたものですから、そちらのほうは見込ん

ではいたんですが、急激な伸びとしましては医療

費、特にＣ型肝炎の新型の薬品が高騰、大体３割

ぐらい高騰しましたので、そちらのほうで見込ん

でおりました。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 早目早目に対応していくという点では、

それはそれでいいんだと思います。ただやっぱり

９億円の取り崩しと対応して、半年後にはもう８

億を戻すと、それはやっぱりちょっと見込みが、

さっき使った言葉で言えば甘いんじゃないかとい

うような感じがします。 

  早目早目に対応していくという点では、それは

もちろんいいことなんですが、余計な医療費を想

定してというのは、やっぱりどこかで財源をつく

らなければならないと、つくらなければならない

と結局は財政調整基金というところがちょっと安

易なのかなという感じがします。 

  それで、この財政調整基金がさらにまた使われ

ると、これからも医療費の伸びが見込まれるとい

う話が聞こえてきます。そうすると結果的には医

療費の値上げみたいなものに結びつくというので、

そういうふうにならないように早目に対応したん

だと思うんですが、やっぱりもうちょっと緻密な

予算の立て方をしていただくと、こういう状況に

ならないんじゃないかなという思いがします。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第53号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議がありましたの

で、挙手により採決をいたします。 
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〔「誰も言っていないよ、ただ討論しただ

けよ」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 失礼しました。 

  ご異議ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほど討論したとおり、やっぱりもう

ちょっと緻密な計画をとっていただきたいという

ことです。 

○伊藤委員長 それでは、ご異議がありますので挙

手により採決をいたします。 

  議案第53号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可

決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第53号 平成28年度那須塩原市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）を原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第54号 平成28年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第54号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第54号 平成28年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第54号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第２分科

会）を決算審査特別委員会（第２分科会）の審査

に切りかえます。 

  ここで、植木監査委員の退室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４４分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた
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します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 20ページの国民健康保険基盤安定制度

の負担金というところの説明で、低所得者が多い

自治体が受けるものだというご説明があったんで

すが、これ昨年度より額がふえていると思います

ので、低所得者が市内でふえているという理解で

よろしいのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 この基盤安定制度の負担金

の歳出につきましては、全体の所得割合、そして

保険者の数、幾つかの材料からはじき出すもので

ございまして、単に件数が大きく低所得者がふえ

たという算出方法にはなってございません。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、アップダウンがあると

いうことですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 ご指摘のとおり、この負担

金の変動というものは大きい変動値がございます。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか、質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ちょっと勉強不足もあるけれども、す

みません。 

  24ページ、名目は同じ基盤安定の……、26ペー

ジか、国民健康保険基盤安定制度負担金というの

で３億1,000万の負担がありますけれども、これ

の中身、国保の都道府県化するための費用という

のはこの中に含まれていると、こう言われている

んですが、含まれているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 ご指摘の平成30年度の改革

に向けた経費は既に含まれているかというご質問

につきましては、私どもの今までの厚生労働省の

説明では確認してございません。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか、質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり可決すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで昼食のため休憩をいたします。 

  午後１時から再開いたします。よろしくお願い

いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 零時５７分 
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○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁保留の答弁 

○伊藤委員長 ここで、田代健康増進課長から発言

があります。 

  課長。 

○田代健康増進課長 午前中、磯飛委員よりご指摘

のありました公的病院等支援補助金の３点のご質

問に対しましてペーパーを用意してきましたので、

皆さんにこちらの資料のほうを配付させていただ

いた上で、説明をさせていただきたいと思います。 

〔「田代課長、指摘がないから質問だけで

いい」と言う人あり〕 

○田代健康増進課長 ああ、ごめんなさい。ご質問

いただきました点について。 

  よろしいでしょうか。 

  まず１点目、公的病院等支援補助金につきまし

ては、２市１町、大田原、那須塩原、那須町の２

市１町で交付をしております。金額につきまして

は大田原市が１億5,353万1,000円、那須塩原市が

１億239万3,000円、那須町が1,988万円と。合計

で２億7,508万4,000円という補助金が那須赤十字

病院に交付されております。 

  また、この３市町における案分の方法といたし

まして、入院患者数と外来患者数、こちらをもと

に案分をしておりますが、こちらは23年、24年、

25年の３カ年の平均という値をとっております。

それですので、トータルで大田原市の負担割合は

55.4％、那須塩原市は37.8％、那須町が6.8％と

いうようなことになっております。それぞれの患

者数はこちらの表のとおりでございます。 

  また、ご質問にありましたこの案分について、

医療費を勘案しているのかという点につきまして

は、全くそういったことはございません。患者数

のみの案分ということになっております。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

〔「ありがとうございました」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 ここで、田代健康増進課長の退席を

許します。 

○田代健康増進課長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第４号 平成27年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （認定第４号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 369ページ、一番上のほうです。葬祭

給付費、187人分という説明がありました。これ、

私、去年も聞いたのですが、那須塩原市で亡くな

る方は、やはり1,000人前後はいるんだと思うの

ですが、結局、これ180人分という、７人に、１

人５万円の給付だと思いますが、これ200人足ら

ずの人にしか出ていないというのは請求されない

から払わないと、払えないということ。 

○伊藤委員長 課長。 
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○宇都野国保年金課長 こちら対象者については国

民健康保険の該当の方でございますので、100％

の方がこの申請を行ったというところまでは、細

かいところまではつかんでございませんが、ほぼ

該当の方は給付なさったというふうに考えており

ます。 

○髙久委員 ４割弱の人ですよね、人口の。だから、

そうするとこんなに少なくなってしまうのですか。

いろいろな理由があって請求されないからこうい

うふうに少ないのかなと私は思ったりしたのです

が、そういうことではないのですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○宇都野国保年金課長 いわゆる請求なさった方に

ついては私どものほうで手続を促すようにご連絡

のほうは申し上げているところでございます。 

○髙久委員 はい、わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第４号 平成27年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを原案のと

おり認定すべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第４号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第５号 平成27年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （認定第５号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第５号 平成27年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてを原案の

とおり認定すべきものとすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第５号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 
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  ここで植木監査委員の入室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 １時３１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にございませんが、その他で委

員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 国保年金課の皆さんから何かござい

ますか。 

  ございませんか。 

  ございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午後 １時３２分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○伊藤委員長 それでは、市民課について審査を行

いますが、市民課については福祉教育常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切りかえ、審査を行います。 

  市民課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 （議案第52号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 １ページの２項１目総務手数料で、月

に30件程度の紛失……、再発行か、紛失じゃない、

再発行があるということなんですが、延べで何件

ぐらい再発行はありましたか。 

○荒川市民課長 現在までで、集計があれですけれ

ども、100件程度ございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 再発行が延べで100件ということなの

ですが、今までで発行した総数はわかりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 マイナンバーの申請につきまして

は、８月31日現在で申請が１万788件、そして国

からカードができ上がったということで１万395

件を受領しております。 

  交付につきましては8,946件、受領分の86％を
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交付しております。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ５ページのほうの、やはり同じ税番号

制度に関する予算です。3,000万ということで、

５月に国から示されたものに対するシステムの改

修ということなのですが、今、１日……、さっき

聞いたっけ。今は１日どのくらいの方が申請され

ているのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 日ごとに申請したというのは国に

直接申請するものですから、毎日の集計というの

はとっておりませんけれども、今、月ごとに集計

いたしますと200件から300件程度の申請になりま

す。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうする、市のほうのことしの計画と

いうか、それは順調にいっているというような捉

え方でいいのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 交付について順調かということで

よろしいですか。 

○髙久委員 はい。 

○荒川市民課長 今のところ順調ですというふうに。 

  予約制でやっているものですから、その関係で、

予約についても間間で飛び込みの方もいらっしゃ

いますけれども、順調に進んでいるところでござ

います。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 申請している部屋が最初のところから

変わっていると思うのですが。申請を受け付けて

いる部屋。部屋が変わったと思うのですが、市民

から、わからないとかわりにくいとか、そういう

話は出ていないのですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 特設会場を９月６日まで使わせて

いただいたのですが、それの理由につきましては、

日に五、六十件交付をしなければならないという

ところもありまして、窓口対応では窓口の証明の

お客さんと一緒に対応するというのが難しいもの

ですから、特設会場を使わせていただいたところ

ですけれども、現在、落ち着きまして、日に10件

から20件程度となりましたので、窓口での対応で

支障がないということで移動をさせてもらいまし

たが、お客さんからは、特にフロアマネジャーの

誘導等がありますので苦情等はございません。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 国のほうで新たにまた改修するという

問題が出ていますけれども、そういう指示とかそ

ういう案内とか、そういうのは来ているのでしょ

うか。 

  全国的には3,000億円を投入してこのカードを

さらに改修すると。改修が必要になったというふ

うに私は報道から受けとめているのですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 マイナンバーカードを改修する…

… 

○髙久委員 いやいや、システムを改修する。 

○荒川市民課長 システムの改修。今のところ、25

年度、25、６、７と整理については改修してまい

りましたけれども、その改修をする、システムに

ついて改修するということは、現時点では把握し

ておりません。 

○髙久委員 はい、結構です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 同じ５ページなのですけれども、先ほ

どの最初の説明の中で、申請はしたがとりに来な
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いと。それがために事務量がふえたので１人ふや

したというように解釈したのですが、それでよろ

しいのですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 当初で４人予算措置をお願いした

ところなのですが、２名についてはパート、５時

間45分でありましたが、そこの中で大体落ち着く

かなという予想をしていたところではありますけ

れども、新たに交付、申請をしていながらもとり

に来ない方について３度ほど通知を差し上げてい

るのですけれども、それでもとりにいらっしゃら

ないとか、電話で、誰も申請しないといけないの

かなと思ったけれども、そうではないらしいので

というようなことで、現在のところこの対象とな

っているものが450件程度あるのですけれども、

そういうものの廃棄関係についての処理をしなけ

ればならないと、そういうものを厳重に行いたい

ということでの事務補助としてお願いをするもの

でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そういった事務補助、あるいは人をふ

やして人件費等についても、これ国のほうから補

助というかあれは対象になるのですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 事務費は対象となります。 

○磯飛委員 はい、了解です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほか質疑ございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 今のことでちょっと気になったので確

認したいのですけれども、450件とりに来られて

ないということなので、とりに来られていない方

の例えば年齢層とかわかりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 高齢の方がやはり多いかなという

感じがしますが、年齢層でちょっと積算はしてい

ないところではありますが、こういう通知を何回

かもらっているのだけれども、どうしても行かな

いといけないかという電話での問い合わせなんか

をすると、誰もがやらなくてはいけないかなと思

ったけれども、そうではないらしいので、必要に

なったときにまた再交付するとお金がかかるのか

というような質問もございまして、いや、それに

ついては受け取っていないので手数料はかからな

いというお話をすると、後にするかなというよう

なことでの回答というか、しますというようなお

返事をいただくということはあります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 私自身が、そのマイナンバーの申請に

行ったときに、会場の平均年齢の高さに、私自身

がちょっと驚いたのですね。こんなに高齢の皆さ

んはマイナンバーカード、必要としているんだと

いうことにちょっとびっくりしてしまったのです。 

  私は自分でどうしても必要だからわざわざ行っ

たんですけれども。 

  だから、もしかしたら、本当に必要かどうかと

いうことがわからないで来ていた方が、実はたく

さんいらっしゃったということなのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荒川市民課長 私どもも民生委員の委員会とか広

報等で、こういうことでマイナンバーは免許にか

わる身分証明書として使えますよとかということ

で周知はしたつもりでございますけれども、やは

りそれでも、やはり誰もがやらなければならない

というふうに思った方は確かにたくさんいらっし

ゃったと思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほか質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 やはり、マイナンバーを導入するシス

テム、番号制度のシステムの問題です。市民のほ

うは、やはりこれは市民の義務とか国民の義務と

いう思いで申請していると。そう受けとめて申請

していると。だけれども実際は、今のところ使え

るのは身分証明書ぐらいにしか使えないのですね。

それ以外は全く使えないとか、あとは、若い人は

会社から、会社の中には就業規則で決めたとか、

私らが思いもつかないようなそういう説明を受け

ている、事業者から受けているというようなのも

あります。 

  それから、この制度自体がほとんど役に立たな

いというそういう制度であるにもかかわらず、国

のほうでどんどんこれ進めていっているので、そ

ういう中でこういう現象が起こってしまっている

と。実際には必要にはない制度ではないかという

ふうに私は判断しています。 

  こういうことから、むしろ市のほうは国に、こ

ういう制度から撤退するような、そういう要請と

かそういうのをすべきだと思います。 

○伊藤委員長 髙久委員に確認します。 

  ただいまの討論は反対討論ですか。 

○髙久委員 はい、反対です。 

○伊藤委員長 確認しました。 

  ほか、討論ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにただいまご異議がございましたので、

挙手により採決をいたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 賛成多数を認めます。 

  よって、議案第52号 平成28年度那須塩原市一

般会計補正予算（第３号）を原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）審査に

切りかえます。 

  ここで、植木監査委員の退出を許します。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 １時５１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 （認定第３号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで、植木監査委員の入室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時０４分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 市民課の皆さんから何かございませ

んか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため、暫時休憩いたします。 

  15分から再開しますので、よろしくお願いしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○伊藤委員長 高齢福祉課について審査を行います

が、高齢福祉課については福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切りかえ、審査を行います。 

  高齢福祉課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第52号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 （議案第52号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第52号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第52号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５５号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第55号 平成28年度那須

塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 （議案第55号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ニーズ調査なんですが、計画が新しく

なることは前から決まっていたわけで、これが、

この時期の補正で上げなくてはならない、もっと

前もってわかっていたことじゃないのか。ちょっ

とその点を教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 ６期計画をするときも補正で

上げさせてもらったところではあるんですけれど

も、実は、３月の全国課長会議というところで７

期の策定に向けた準備の関係で、各種の調査、ア

ンケート調査の関係が議題に上っておりまして、

その中で、このニーズ調査につきましては、国の

ほうで標準となるものを示すということがござい

ました。 

  そういう動きも、前回の６期の策定のときにも

見えていたものですから、国の動きを、ちょっと

動向を見てから、より現実的な数字を上げたいな

と思って、当初予算のほうには計上しないという

判断で、今回補正というふうに至った経緯でござ

います。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その経緯は了解いたしました。 

  ここは要望は言えないので、では、前回のやっ

たニーズ調査とこれは、あれはあれでもう終わり

になってしまった。今回するものだけが、次の計

画に盛り込まれるのか。前のものも勘案して、両

方見比べて、さらに現状を把握した上で計画に盛

り込まれるのか。ちょっとそこのところを確認を。 

○伊藤委員長 課長。 
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○塩水高齢福祉課長 ニーズ調査、計画策定に伴う

各種の調査、そのニーズ調査を含めて、こちらに

つきましては、計画自体は３年のスパンで行うと

いうことで、なるべく直近の状況を把握したいと

いうところから、各種調査をやるんですけれども、

前回まで行っていた、国が示したニーズ調査のや

り方が、かなり高齢者の方は回答しにくいとか、

そういった幾つかの課題が上がっていたところが

あります。 

  それと、地域包括ケアシステムを制度に本格的

に組み入れてやっていくという現実的な今の状況

から、そこら辺を勘案して、国のほうは標準的な

ものを考えたいという方針を出しておりますので、

前回、６期の作成のときに向けたものが、ちょっ

とデータとしては古くなってしまうところもある

し、今の状況を反映した調査にはならないという

ことなので、５期と比較したいとこは、今のとこ

ろは考えていないところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その他で言います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 関連なんですけれども、ニーズ調査の

対象者数というのは何名になるんですか、まず。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 一応、日常生活圏域、うちの

ほうで10圏域あるんですけれども、１圏域500人

の方に無作為で65歳以上の高齢者で送りたいなと

思っているんですけれども、そのほかの要件設定

としましては、前回などは特別養護老人ホーム等

に入っている方は除くとか、そういった状況を付

しているところなんです。 

  今回のニーズ調査については、まだ内部でも検

討はしておりませんので、細かいところは、これ

から考えていきたいと思っているところでござい

ます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 対象者１圏域500名ということなんで

すが、無作為で何名調査する計画なんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 500人の方にアンケートを送

付するというところでございます。回答率も高ま

らないと、アンケートの意味がないというか、有

効性が低くなってしまうと思いますので、前回は

再度のお願いとか、あとはなかなか回答できない

方も人数にいらっしゃるので、地域包括支援セン

ターの職員さん等にご協力いただきながら回答率

を高めて、たしか80％台は確保できていたと思う

んですよね。今、確認いたします。申しわけござ

いません。72.8％が前回の回収率でございました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ニーズ調査委託ということなんですけ

れども、500件、全部回答が来たら、100％で500

件で１人１件当たり7,000円の費用がかかると思

うんですけれども、高いか安いかわからないんで

すが、妥当な金額なんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 申しわけございません。説明

がちょっと、500人の方の10圏域で5,000人の方に

出すという。 

〔「5,000人ね」と言う人あり〕 

○塩水高齢福祉課長 申しわけございません。 

  それから、単にアンケートをとるだけではなく、

アンケート回答をいただいた方に対する、その方

の状況というんですか、そういうのもフィードバ

ックするというところまで含めてなので、妥当な

値段なのかなと思っているところでございます。 

  以上です。 

○磯飛委員 はい、了解しました。 
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○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第55号 平成28年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第55号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科

会）を決算審査特別委員会（第二分科会）審査に

切りかえます。 

  ここで、植木監査委員の退室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 認定第３号 平成27年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 123ページの賃貸料の高齢者の市民の

教室施設用地のリース金額、これ去年、昨年度限

りと言われたんでしたか。ちょっと確認を、すみ

ません。ことし限りでしたか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 123ページの高齢者生きがい

と健康づくり事業の趣味の教室のところですね。 

  賃借料のところですね。実は事業自体は、今、

議員おっしゃったとおり、26年度末をもって終了

しているところなんですけれども……、申しわけ

ございません。27年度をもって終了ということで、

今年度をもって終了ということです。 

〔「これで終わりということですね」と言

う人あり〕 

○塩水高齢福祉課長 はい。その関係の借地ですね、

借地料でございます。賃借料ですよね、用地の。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、確認ですけれども、もう次の予

算では上がってこないということで、ちょっと確

認だけ。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 事業自体を廃止というか、取

りやめるときに、利用者の方々のご理解を得る中

で、28年度はそこで引き続き事業ができるという
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お約束をしているところなので、借地料は28年度

も発生してくる形になると思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ちょっと、その28年度についてはひっ

かかることもあるんですけれども、それは予算の

ときにお伺いするしかないと思うので、それは了

解しました。 

  あとは、その下の居場所づくり推進事業のとこ

ろ、ちょっと組み替えをなさったということで、

昨年の比較がよくわからなかったんですけれども、

街中サロン事業が昨年のを見ると３カ所あって、

参加人数が違って、同じ委託料だったから検討す

るとおっしゃっていたと思うんですけれども、そ

の辺のがどうなったのかお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 街中サロン事業につきまして

は、結果といたしまして、皆様もご存じのとおり、

なじみ庵のほうが法人のほうから申し出て、27年

度末をもって一度閉じたいということでなってお

ります。 

  サロンができた、開設年度もかなりの差があり

ますし、内容も差がございますので、議員がおっ

しゃった補助金の出し方については、検討事項で

あったんですけれども、検討を進めた中で、そう

いった一番実績のあるなじみ庵さんが27年度末で

終わりということになったものですから、今現在

は、ほかの２つにつきましては、ほぼ同じような

経営、運営状況でございますので、一度やろうと

していたことは、今ちょっと棚上げ状態になって

いるということでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、あと、その下の生きがいサロン

推進事業費と生きがいサロン推進事業設備改修費

というものの中身をちょっと教えていただいてよ

ろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 一応、施設改修のほうは、開

所年に１回だけ10万円を限度にお出しするもので

ございます。それから、運営費の部分につきまし

ては、１カ月３万円ということで、一応、月数に

合わせて補助をするという内容でございます。 

  それで、27年度は既存サロンが48カ所ございま

した。それから、新設のほうは３カ所、開設月が

若干違いますので、あと、開設の改修費等も使用

しないところもございましたので、結果的にこう

いった数字になってございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ここで聞いていいのかどうか、ちょっ

とよくわからなかったんですけれども、３つのう

ち１つがなくなるということで……、これはだめ

かな、先の話かな。ちょっとやめておきます。 

○伊藤委員長 そのほか、質疑ございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 123ページ、生きがいと健康づくり事

業、先ほど藤村委員と課長のやりとりした賃借料、

高齢者趣味の教室施設用地に関して、お二人でや

りとりしていて、中身が全くわからないので、中

身から説明してください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 こちらは高齢者の生きがいづ

くりという事業の中で、合併前の黒磯市の時代か

ら合併後も引き続き行っていたものでございます。 

  内容としましては、教室は幾つか種類があるん

ですけれども、陶芸、七宝焼、それから着つけと

か宝石研磨とか、その時代時代で新しく入ったり

なくなったりするものもあったんですけれども、

そういった教室を、場所としましては公民館、そ
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れから今話題になっている、その敷地の上にある

陶芸のところでやったりとかしてございました。 

  最初は直営、それから次に社会福祉協議会のほ

うに委託という形で進めていた事業でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その借地が発生しているところが当然

これあるわけなんですが、先ほど課長と藤村さん

のやりとりで、あそこでという表現があったんで

すけれども、あそこってどこですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 申しわけございません。昔、

老人憩の家若葉荘というのがあって、現在のわか

ば保育園の南側というのかな、南側の敷地でござ

います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 これは先ほどの話の内容で、利用者の

希望で来年度もということなんですが、来年度も

やるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 来年度というのも、今年度の

ことなんですけれどもね。 

○磯飛委員 ああ、そうか。組むんだ。 

○塩水高齢福祉課長 すみません。 

  以上です。 

○磯飛委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものにすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、認定第６号 平成27年度那須

塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 （認定第６号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは担当するのかどうか、ちょっと

よくわからない。404ページの２項２目はこちら

でよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 はい、そうです。 

○藤村委員 これは予算では24万9,000円だと思っ

たんですけれども、何かパンフレットをつくる予

定があったんじゃなかったかと思うんですが、私

の勘違いでしょうか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 申しわけありません。 

  パンフレットは平成26年度に作成いたしまして、

結構まだ残っているというところで、27年度はつ

くらずに大丈夫という判断をさせていただいたと

ころでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 403ページ、一番下の一次予防事業、

介護支援ボランティアポイント事業の実態という

か中身、実績等をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 それでは、この事業につきま

しては、ボランティアさんの登録と、それから事

業者さん、受け入れ側の事業者さんというところ

があるかと思うんですけれども、一応、まだ１月

からポイントの交換ということになりますので、

来年の、まだ１クールというんですか、それが終

わっていないんですが、その登録人数等について、

ちょっと係長のほうから申し上げたいと思います。 

○伊藤委員長 係長。 

○村松高齢福祉係長 ボランティアの登録数になり

ますが、本日現在で87人登録しております。ボラ

ンティアさんの活動先となる施設の数ですが、77

事業所ということになります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 もう少し様子を見てみたいんですが、

ボランティア人数87人、事業者が77人、あとはポ

イントがどのぐらい働いてくれた、動いてくれた

かにもかかわってくると思うんですが、これだけ

の規模の事業で500万が計上されているんですが、

実績がまだ出ていないので、実績が出てからまた

質問したいと思いますので、これはいいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑がないようですので、質

疑を終了いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第６号 平成27年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第６号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで、植木監査委員の入室を許します。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 （ニーズ調査の計画への反映につい

て） 

○伊藤委員長 藤村委員。 
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○藤村委員 （西那須野地区の街中サロン閉鎖の事

情と今後について） 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 （高齢者外出支援タクシー券の申請者

と利用者の状況報告について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課の皆さんから

何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ますが、これから10分間休憩をいたします。３時

10分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時１１分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、傍聴希望者がいますので、議会基本条

例第７条、議会の会議は公開を原則としておりま

すので、よって当常任委員会では本条例に基づき

これを認めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きますが、社会福祉課については審査を行いま

すが、社会福祉課については福祉教育常任委員会

及び予算常任委員会に対する付託案件がありませ

んので、決算審査特別委員会（第二分科会）に切

りかえ審査を行います。 

  ここで、植木監査委員の退室を許します。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 社会福祉課の皆様に申し上げます。

議案の説明に当たりましては簡単明瞭にお願いを

申し上げます。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代社会福祉課長 （認定第３号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑の前に、ここで休憩をとりたいと思います。 

  ４時20分から再開をいたします。 

 

休憩 午後 ４時０９分 

 

再開 午後 ４時１７分 

 

○伊藤委員長 それでは、時間前なのですが、全員

そろいましたので、休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  ただいま説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 
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  藤村委員。 

○藤村委員 何点かあります。 

  まず、113ページの委託料なんですが、70事業、

社会福祉活動支援費70事業の中の委託料です。 

  社会福祉法人指導監査等支援業務で145万8,000

円ということなんですけれども、これは実際にど

のような支援をされたのか、お伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 社会福祉法人の関係につきま

しては、市内にございます社会福祉法人の監査を

年に１回やってございまして、昨年度は９法人、

県と一緒にやりまして、具体的には委託料という

ことで、税理士さんに会計を中心に、法人の、見

るもんですから、複式会計ということになってい

まして、税理士さんの知識がないと見られないと

いうことで、税理士さんにお願いしてやった経費

でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、これは市が税理士さんに委託し

た金額ということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 それは了解しました。 

  次、第３期地域福祉計画策定に係るアンケート

調査支援業務ですけれども、これも調査業務では

なくて、支援というのはまた何か別のものなんで

しょうか。この内容は。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 そちらにつきましては、昨年

度……、支援というのがあれなんですが、こうい

ったアンケート調査をごらんになったことはない

ですかね。市内の対象の方に2,000通発送いたし

まして、アンケート調査を、それで回収が700ご

ざいまして、それについて、福祉についての質問

でアンケート調査をまとめたというものでござい

ます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 私も参加させていただいた座談会とか、

ああいうものとはまた関係ないんですか、これは。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 あれとは別物でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 しつこいようですけれども、この支援

というのは、何か特別な意味があるわけじゃない

んですね。 

○伊藤委員長 係長。 

○大野社会福祉係長 支援という形で計上させてい

ただいたのが、当初、通知の発送ですとかそうい

ったものは当初、市のほうでやろうかというふう

にも考えていたんですけれども、業務の効率化を

図るために、アンケートの内容等については全て

市のほうと社会福祉協議会で作成したんですけれ

ども、実際の発送ですとか回収ですとか分析とい

う部分の一部を、アンケート調査をすぐまとめる

のをお願いするということで、名前のほうにつき

ましては、それは支援という形で、名称を使った

形での業務委託というふうにさせていただいたも

のでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、ある程度、ちょっと繰

り返しになりますけれども、アンケートを作成し

たのは市だけれども、発送と集計をしたのは外部

委託でやった、それがこの105万8,400円と、その

下の８万6,000円もそうでしたか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは１社に対して払ったものでしょ

うか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 下の８万6,000円につきまし

ては、市の委託しておりますＴＫＣで、住民デー

タか何かを抽出していただいて、こちらのほうに

つきましては、アールピーアイ栃木という会社に

委託したものでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 了解しました。 

  では、次は、115ページの住宅手当緊急特別措

置事業、140事業について先ほどご説明をいただ

いたんですが、この次のページの生活困窮者自立

支援事業の中の住居確保給付金とは、使い方とい

うか申請の仕方、対象が全然別のものなんでしょ

うか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 そちらにつきましては、116

ページの生活困窮者自立支援事業というのが27年

度から始まったものでございまして、27年度以降

に申請した方については、こちらのほうから制度

が変わりまして、26年度以前のものは住宅手当緊

急特別措置事業ということで、平成21年度から住

宅費を支給するという事業が始まっていたんです

が、27年度に変わりまして、27年度から申請する

人はこちらのほうで、26年度から年度をまたいで

申請した人はこちらのほうで支給したというもの

で、内容についてはほぼ同じものでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、こちらはもうこの年度

限りということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、条件が厳しいとおっしゃってい

たんですけれども、例えば申請をした方が、申請

したけれども適用されなくて、却下されたという

方はいらっしゃるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 条件につきましては、離職が

条件で、もう一つの条件につきましては、離職を

しながら求職活動をするというものが条件になっ

ているんですが、大体の方は２つの条件を備えて

支給ということになるんですが、やはり、求職活

動をしていないという方については、実際に不支

給になった方もございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、そんなに、却下になった方の人

数はいないと思ってよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 詳しくご説明いたしますと、

申請した当時は求職活動をしていたんだけれども、

これ、３カ月単位で出すものなんですけれども、

３カ月で出しまして、その後、求職活動がなくな

ってしまったということで、３カ月限りで打ち切

りと。３カ月、３カ月、３カ月で９カ月まで延ば

せるんですが、残念ながら３カ月で打ち切りとい

う方が１件いらっしゃいました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 了解しました。 

  次は、118ページ、人数、障害者福祉サービス

費について、伸びているか、人数が増加している

というご説明だったと思いますが、これはどうし

て伸びたのかということをお伺いして答えていた

だけるのかどうかちょっとわからないんですけれ

ども。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 はっきりした原因というのは、

詳しくは追及はしていないんですが、推測の範囲

ということになるんですが、やはり高齢化社会と

いうことで、高齢者がふえているというのは皆さ

んご存じだと思いますが、高齢者になりますと、
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やはり障害者になる方がふえてくるということが

一つの原因なのかなということで、事務局として

は考えてございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、誰でも高齢になること

によって障害を持つ可能性があるということです

ね、ふえてくる可能性があると。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう一つです。 

  119ページの50事業と60事業にもあるんですが、

負担金及び補助金確定に伴う返還金と、償還金も

どちらの項目にもあるんですけれども、これはど

ういうものなのかちょっと教えていただいてよろ

しいでしょうか。私、これがなぜ償還金というも

のが発生するのか、よくわからないので。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 50事業と60事業ということで

よろしいですか。 

○藤村委員 はい。 

○田代社会福祉課長 こちらのほうについては、国

庫補助等を受けてございます。 

  補助金をもらって最後に年度に精算をいたしま

すが、もらった額より実際使った額のほうが少な

かったというものを戻すということで考えていた

だければなと思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その国庫補助も計算根拠は、もともと  

に入るもの。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 すみません。 

  補助金の歳入につきましては見込みで入ってく

るというものでございまして、それに対して実績

というのはその後から。100万円入ったんだけれ

ども実際は70万円しか使わなかったんだと。そう

すると、余分なものは返してくださいといったよ

うな感じになってございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その見込みは誰がされたものですか。

市ではやっているんですか。 

〔「一応、補助金の申請のときに、予算抄

本をつけるんですけれども、やはり扶助

費が不足しちゃうというのは、本人の生

活に直結してまずいので、あらかじめ多

く見積もっているんです。」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 すみません。 

  補助金の申請に当たりましては、扶助費につい

ては、個人に入るわけなんですが、そうして少な

いと入れないので、ある程度は多目に出そうとい

うような感じで考えられているものでございまし

て、大体福祉の補助金というのは、大体返してい

るのが多いのが例でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、この自立支援医療費に

係る償還金が今回ちょっと多かったのは、見込み

がかなり多く見ていたということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりでございます。 

○藤村委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 それでは、113ページに戻ります。 

  一番上の行旅人というのが載っています。いわ

ゆる、お金がなくなっちゃた方をいうんですが、

この方、この支給人数というのはどの程度なんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 
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○田代社会福祉課長 昨年度につきましては約80人。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ほとんどは電車賃を渡して、市の守備

範囲から出ていってもらうような形でしか、私は

なかなか対応しているのはないんですが、それ以

外の対応というのはどんなのがあるでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 行旅人の援助につきましては、

あくまでも趣旨が旅費をなくして、例えば郡山ま

で帰りたいよとか、そういった方に対して、うち

の場合は、東京に向かう方については矢板駅まで

の交通費410円、プラス、アキモトパン屋さんで

つくっている缶詰パンを渡しております。 

  北側に向かう方については新白河駅、410円で

缶詰パンを渡して、あくまでも旅費をなくしたの

で、そっちに帰りたいよというような方に対して

支給しているというものでございます。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 夜なんかで、夜、日中ではなくて夜な

んかで、例えば、白河よりもっと向こう北へとか、

こっちだと矢板からもっと向こうへと本人が希望

した場合は、結局そこまでということになるんで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 今のご質問につきましては、

夜、市役所に来て……。 

○髙久委員 夜は、市役所でなくてほとんど消防署

でしょう。 

○田代社会福祉課長 そうですね、はい。 

○髙久委員 そういう中で、もうちょっと先までと

いう希望をしていた場合は。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 あくまでも先ほどの説明のよ

うに、東京方面については矢板駅まで、東北方面

については新白河駅まで。 

  そこの次の旅費については、そこの自治体でも

らってくださいと。矢板は、矢板から先について

は、矢板から多分宇都宮だと思うんです。白河に

ついては、白河から郡山か須賀川かちょっと覚え

ていませんが、そこに行ってもらってくださいと

いうようなお話をしてございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 もう一つは120ページで、身体障害者

在宅福祉事業の中の使用料なんですが、総合福祉

システムソフトということで、これ括弧して育成

医療分と書いてあるんですけれども、この育成医

療分というのは、この前のページでご説明いただ

いた自立支援医療費の育成医療のことなのかなと

判断したんですが、それで間違いないですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、更正医療のほうは、このシステ

ムソフトはまた別にあるんですか、これはソフト

がないということでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 すみません。 

  ご指摘の育成医療については単独のソフトとい

うことでございまして、更正医療につきましては

もっと大きなソフトがございまして、その中の一

部として更正医療が入っているということで、明

記がないということでございます。 

○藤村委員 別ソフトということで、わかりました。 

○伊藤委員長 大丈夫ですか。 

○藤村委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 116ページ、生活困窮者自立支援事業
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の中の委託料、自立相談事業と家計相談支援事業

業務がありますが、まず、これは委託先はどこで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 委託先につきましては、那須

塩原市の社会福祉協議会に委託してございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 自立相談という事業なんですが、これ、

相談を受けるだけでなく、そのほかの自立に対し

ての支援とかそういう事業も含まれているんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 自立の中には、具体的にその

人が自立するために自立プランというものを実際

につくって、自立のための行動を起こしてもらっ

ているという方が、昨年度は10件ございました。

その中で、５件の方が職についたということでご

ざいます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ちょっと聞き方、順番違ってしまった

んですが、この920万円からの委託料なんですが、

これ相談件数というのは何件ぐらいありますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 昨年度は214件でございまし

た。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  それで、214件で900万円という金額なんですが、

やはり、それだけの経費がかかるという解釈でよ

ろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 相談業務ということで、社会

福祉協議会のほうに委託しているんですが、やは

り相談を受ける方の人件費ということで、１人で

はなくて何人も必要だということで、こういった

額になってございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 了解しました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 次、117ページの障害者福祉費の中の

負担金、補助及び交付金の一部事務組合負担金、

こども発達支援センターなすの園、370万円ほど

計上されております。 

  なすの園を利用している全体の園児さんという

か人数と、本市がそちらを利用している人数をお

聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 申しわけございませんが、ち

ょっと資料が手元にないんですが、ちょっと概算

で昨年度は四十何人で10人ほどだったと思うんで

すが、ちょっと申しわけございません、正確な数

字ではないので、後でちゃんとお調べして……。 

○磯飛委員 結構です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 あと、155ページの生活保護費につい

てであります。 

  中身については理解したんですけれども、１つ

お聞きしたいのは、生活保護受給者、これ最初申

請に来まして、いろいろな審査を受けて受給が開

始されるわけなんですが、最初受けた後の審査、

その後の審査というか調査というか、そういった

ことはどのようになされているかお聞かせくださ

い。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 その後の調査につきましては、

生活保護の方につきましては、原則、資産があれ

ば、お金があったりとか財産があったりすれば、

生活保護の該当にならないということですので、

なった当時はなくても、２年、３年たつと、何ら

かの形で遺産相続とか、例えば何かでお金が入っ



－181－ 

てきたというような事態も発生しますので、年に

一度、６月におきまして、全部自分の資産を報告

しなさいという調査を行っております。それでお

金があった方については、その後、検討して廃止

になっている方もございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ということは、受給者全員に対して、

毎年６月に調査をするという解釈でよろしいんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりでございます。 

○磯飛委員 それでは結構でございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 先ほどの磯飛議員のご回答の

中で、プランをつくったのが10件と申し上げまし

たが、９件ということで訂正させていただきます。

申しわけございませんでした。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 社会福祉総務費の中で、27年度の

予算執行の中で…… 

〔「何ページか」と言う人あり〕 

○平山副委員長 51ページの中に、去年、新規で…

… 

〔発言する人あり〕 

○平山副委員長 報告書の決算に出ていないので、

なぜ出ていないのかなと思って、それを聞こうと

思って。ごめんなさい。 

  すみません。新規で、八溝山の周辺の定住自立

圏の広域無料法律相談なんてので、９万6,000円

計上されているんですけれども、それは今回決算

のほうに載っていないのはなぜかなと思って、ち

ょっとお聞きしました。 

○伊藤委員長 係長。 

○大野社会福祉係長 すみません。 

  その費用なんですけれども、当初は関係市町の

ほうで予算計上ということだったんですが、大田

原市さんのほうから、実際の実績を見たところ、

各市町からの負担金をいただくような内容ではな

いということで、その年度に関しては、負担金を

とらないということで訂正したものですから、ゼ

ロ執行ということで載っていないという事業でご

ざいます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○平山副委員長 はい。 

○伊藤委員長 ほか、質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 認定第３号は全員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

  ここで、植木監査委員の入室を許します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４４分 
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再開 午後 ４時４４分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 社会福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

  課長。 

○田代社会福祉課長 （臨時福祉給付金について報

告。） 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  社会福祉課の今定例会における審査は終了しま

すが、保健福祉部全体として何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で保健福祉部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩をいたしま

す。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ４時４９分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 以上で、本日の委員会日程は終了し

ました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださいますよう

お願いいたします。 

  また、討論についてご協力をお願いいたします。 

  また、15日木曜日は、討論通告の期限となって

いるため、委員の皆さんに急なお願いがあるかも

しれません。しかし、通告は午後５時までに事務

局へ本人が提出する必要があるため、この点、重

ねてご理解と皆様にはご協力をお願いいたします。 

  事務局から連絡があります。 

  事務局。 

○長岡書記 （今後のスケジュールについて。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 それでは、これをもちまして福祉教

育常任委員会を閉会いたします。 

  皆さん大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ５時０５分 

 




